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序     文 

 

 

 日本国政府は、セネガル国政府の要請に基づき、同国稲作再編計画調査を実施する

ことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施することとなりました。 

 当機構からは、本格調査に先立ち、本格調査の円滑かつ効率的な実施を図るため、

平成 16 年 3 月 28 日から 4 月 16 日の 20 日間にわたり、当機構農村開発部広域調査員

西牧 隆壯氏（平成 16 年 3 月 31 日までは農業開発協力部広域調査員）を団長とする

事前調査団を現地に派遣しました。 
 同調査団は、セネガル国政府関係者との協議並びに現地踏査を行い、要請背景・内

容等を確認し、本格調査に関する実施細則（S/W）に署名しました。 
 本調査報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されるこ

とを願い、取りまとめたものです。 
 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げ

ます。 

 

平成 16 年 10 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

理事 北 原 悦 男 
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第１章  事前調査概要 

 

１－１ 調査名及び相手国受入機関 

（1）調査名 

和名：セネガル国稲作再編計画調査 

英名：The Study on the Reorganization of the Production of Rice in Senegal 
仏名：L'Etude sur le Reorganization de la Production du Riz au Senegal 

 

（2）相手国受入機関 

和名：農業水利省分析予察統計局 

英名：Department of Analysis, Prediction and Statistics, Ministry of Agriculture and Hydraulic 
仏名：Direction de l'Analyse, de la Prevision et des Statistiques, Ministere de l'Agriculture et  

de l’Hydraulique 
 

１－２ 調査目的 

（1）現地踏査及び先方政府との協議を通じて、本調査にかかる要請背景・内容の確認を行うと 

ともに、わが国協力の可能性を検討の上、本格調査の目的・範囲・項目・工程などを明確に    

する。 

（2）協議し双方同意した内容に関しては、実施細則 (S/W: Scope of Work) ならびに議事録

(M/M:Minutes of Meeting) に記し署名する。 

 

１－３ 要請背景 

（1）セネガル共和国の概要 

   セネガル共和国はアフリカ大陸北部西海岸に位置し、人口は 1,000 万人（2002 年）、国土 
面積は 196.7 千 km2 で、一人当たり国民総所得（GNI）は 470 米ドル（約 5 万円、2002 年）

で、貧困ライン以下の世帯割合は 53.9%(2001 年)と高く、後発開発途上国（LDC）に分類さ

れる。  
 国土は、セネガル川をはじめとする 4 大河川流域を除き、大部分が半乾燥地帯である。降

水量は、北部では年間 400mm 以下、南下するに従い雨量は増加し多いところで 1,800mm に

達するが、年によって大きく異なり、近年は降雨量の減少傾向が見られる。 

 

（2）セネガル共和国における農業 

    セネガル共和国において農業は、主要産業であり GDP の 20%、就労人口の 74%を占める 
主要産業である。しかし、干ばつの被害を受けることが多く生産が不安定かつ穀物生産は国

内の需要を大きく下回っている。主な農産物は ミレット・ソルガム（総作物生産量の 50%）

及び油用落花生（同 35%）で、その他、トウモロコシ（同 4.5%）、米(同 3.5%)がある。 
 

（3）米・稲作の重要性 

    セネガル共和国では、米の総作物生産量に占める割合は 3.5%に過ぎないが、米は主食 

1 



 

として不可欠な存在であり、米の国民一人当たり年間消費量は 78.4kg（1999 年）に達し、特

に都市部において需要が増加している。また、セネガル共和国ではもともとあった雑穀の粉

砕食の習慣により、砕米が好まれる傾向がある。 

なお、伝統的な主穀であるミレットについては、現在の生産量は最も多いが、飼料用とし 
ての利用や収穫後のロスが多く、穀物消費の 1/3 を占めるに留まっている。 

 

（4）調査対象地域における稲作 

    セネガルの稲作は、北部サンルイ州と南部カザマンス地方に代表される。北部ではセネガ  

ル川流域デルタ開発公社（Societe National d’Amenagement et d’Exploitation des Terres du 
Delta du Fleuve Senegal et des Valees: SAED）の支援による近代的大規模灌漑稲作が行われて

おり、米の総生産量の約 7 割を占めている。一方、南部では、伝統的な天水栽培（自給用）

が行われているジガンショール州と、セネガル農業・農作物加工業開発公社（Societe de 
Developpment Agricole et Industrial du Senegal: SODAGRI）の支援により灌漑稲作が行われて

いるコルダ州に分けられる。灌漑水田の単収は 5.3 トン/ha、天水栽培では 1.1 トン/ha であ

る。 
 

（5）米生産・販売の問題点 

   1970 年代には、政府によって、主要農産物の価格管理、農業技術の普及、農業資材の供給、 
農業融資、農産物の加工流通等を担う公社が設立された。そのため、農民は作業委託や資材 
購入のためセネガル農業金融公庫（Caisse Nationale de Credit Agricole du Senegal: CNCAS）
から融資を受け、生産した籾を SAED に供出し、SAED で精米された米の一部を融資の返済

に充て残りが価格調整安定公庫(Caisse de Perequation et de Stabilisation des Prix: CPSP)経由

で市場に流通するよう、政府保護の枠組みで米の生産・流通が行われていた。 
1980 年代初頭では、これらの公社は放漫経営、過剰人員、資金不正利用などにより膨大な

赤字を抱え、経営が破綻状況に陥った。こうした状況を克服するため、セネガル政府は IMF
主導の構造調整策を受け入れ、市場経済の導入、民営化の推進等を図った。 
 その後、1994 年に政府により SAED の加工流通部門が民営化され、米の精米加工・販売

は農業生産者団体(ユニオン)や農業生産者の利益グループ（Groupement d’Interest 
Economique: GIE）により運営されているが、GIE 等の加工技術や販売先開拓のノウハウ等

は非常に低い水準にある。需要が多いために流通網が整っている輸入米とは対照的に、国内

米については米の流通を一元的に管理していた CPSP の民営化後、その流通網の整備が著し

く立ち遅れており、国内米の販売が困難となっている。 
 1996 年には米流通に係る構造調整計画によって米の流通が完全自由化され、民間による米

の輸入が認められた。その結果、品質が良く割安な輸入米の消費が増加する一方で、国内米

は低迷を続けることとなり、1999 年時点では国内生産 10 万トンに対し 70 万トンの輸入が行

われている。 
 農民は融資を受けて米の生産を行っているため、国内米販売の低迷により融資返済に苦し

む状況にあり、政府が米の生産を奨励しているにもかかわらず作付面積は減少している。 
 このように、米の生産コストの引き下げや品質向上等がなければ、国内米の競争力は今後

さらに低下し、稲作農家の生活を圧迫していくことが懸念されている。 
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 こうした状況に鑑み、セネガル政府は米生産の再興を図るべく、米流通の改善と販売促進

を進めるなどの対応策を模索しているが、高品質で廉価な輸入米に押され、国内米の収益性

と競争力を高めるには至っていない。 
 
（6）要請の状況 

     セネガル政府よりわが国に対し、セネガル国内米の競争力向上による農民の収入向上を目 
的として、米の生産、ポストハーベスト及び流通に関する本調査が要請された。 

 

１－４ 団員構成 

団員氏名 担当業務 所属 

西牧 隆壯 

 

総括 

 

独立行政法人国際協力機構農業開発協力部広域調査員（～3/31）
同 上             農村開発部広域調査員  （4/1～） 

杉原 丈晴 農業/稲作 

 

農林水産省東海農政局生産経営流通部園芸特産課 

野菜出荷調整係長 

池和田 寿 

 

収穫後処理 

・米流通 

日本インサイトテクノロジー株式会社 

開発コンサルタント部部長 

井上 博明 通訳 

 

(財)日本国際協力センター 

園山 由香 調査企画 独立行政法人国際協力機構農林水産開発調査部農業開発調査課 

(～3/31)
同上       農村開発部第二グループ畑作地帯第一チーム

(4/1～)

現地同行：安藤 ンジャイ 真由美 JICA セネガル事務所 職員 

 

１－５ 調査日程 

日数 月日 曜日 団員（3 名） 滞在地 

1 3/28 日 成田  (JL405 11:10 発)⇒パリ(16:45 着) パリ 

2 3/29 月 パリ  (AF718 16:00 発)⇒セネガル(19:45 着)  ダカール 

3 3/30 火 9:00  JICA 事務所訪問 

10:00 日本大使館表敬 

11:00 経済財政省経済財政協力局表敬 

17:00 第 1 回 S/W 協議(農業水利省分析予察統計局） 

ダカール 

4 3/31 水 9:00  第 2 回 S/W 協議 

17:00 農業水利省官房長表敬 

ダカール 

5 4/1 木 7:30 移動(→サンルイ) 

11:30 SAED 表敬 

12:30 地方農村開発局サンルイ支部表敬 

16:00 CNCAS 表敬 

サンルイ 
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6 4/2 金 現地踏査 

8:00  台湾プロジェクト視察 

14:30 WARDA 意見交換 

サンルイ 

7 4/3 土 現地踏査 

8:00 チャゴ地区視察 

12:00 リシャトール精米場視察 

15:00 デビ･ティゲ地区視察 

サンルイ 

8 4/4 日 移動  (→ダカール) 

団内打合せ 

ダカール 

9 4/5 月 8:30 JICA 事務所ラップアップ 

9:30 第 3 回 S/W・M/M 協議 

16:00 SODAGRI 訪問 

ダカール 

10 4/6 火 9:00 S/W 及び M/M ﾌｧｲﾅﾗｲｽﾞ 

12:00 家族社会開発国家連帯省食糧安全保障委員会表敬 

15:00 EU 訪問 

16:00 世界銀行訪問 

ダカール 

11 4/7 水 13:00 S/W 及び M/M 署名（農業水利省） 

15:30 S/W 署名(経済財務省) 

ダカール 

12 4/8 木 9:30 日本大使館報告 

10:30  JICA 事務所報告 

     [総括、農業稲作団員、調査企画団員移動 

セネガル(AF719 23:00 発)⇒] 

ダカール 

13 4/9 金 終日 収集資料整理、報告書作成 

[総括、農業稲作団員、調査企画団員移動 

⇒パリ(06:25 着) 

パリ  (JL406 19:05 発)⇒ ] 

ダカール 

14 4/10 土 8:00  移動（→ファティック） 

14:40 DRDR ファティック 

16:30 女性グループの精米機視察 

    ベトナムミッションの圃場視察 

17:00 ンディエム村（農民グループ聴き取り調査） 

       [総括、農業稲作団員、調査企画団員移動 

⇒成田(13:55 着) ] 

ファティッ

ク 

15 4/11 日 8:00  フンドゥン県農村開発事務所（SDDR） 

8:40  ジロール地区女性グループ聴き取り、圃場視察 

11:50 トゥバクタ地区農民組合関係者聴き取り 

低地圃場視察 

13:30 移動（→ダカール）  

 

ダカール 
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16 4/12 月 

祝日 

終日  収集資料整理、報告書作成 ダカール 

17 4/13 火 終日  収集資料整理、報告書作成 ダカール 

18 4/14 水 10:00 商務省市場監視室 

15:00 JICA 事務所報告 

セネガル(AF719 23:00 発)⇒ 

ダカール 

19 4/15 木 ⇒パリ(06:25 着) 

パリ(JL406 19:05 発)⇒ 

機中 

20 4/16 金 ⇒成田(13:55 着)   

 

１－６ 主な面会者 

（1）経済財政省経済財政協力局（DCEF） 

M. Daouda Diop       Directeur 
M. Andre Ndecky Directeur Adjoint 
Mme. Dioh Aminata Ba Chef Bureau Asie Noyen Orient 
M. Ba Mamadou Moustapha Chef Bureau Primaire 

 

（2）農業水利省官房長 

M. Oumar Top Directeur du Cabinet 
 

（3）農業水利省分析予察統計局（DAPS） 

M. Mame Ndiobo Diene Directeur 
M. Bafode Drame Chef Division Negotiation Commerciales Internationales 
 et de l’Integration 
M. Harouna Soumare Chef Division Analyse et Previsions 
M. Cheikh Thioune Division Negotiations Commercials Internationales 
 de l’Integration 

 

（4）セネガル川流域デルタ開発公社（SAED） 

M. Mamoudou Dème        Directeur Général       
M. Fall Charles           Economiste 
M. Moreira Jean           Chef de la division appui a la Professionalisation 
M. Kane Biran              Chef Cellule Programation et Suivi Evaluation, Dagana 

 

（5）地方農村開発局（DRDR） 

M. Fode Sarr            Directeur, Saint-Louis 
M. David Diatta      Directeur, Fatick  
M. Amadou Mbodj       Directeur, SDDR 
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（6）セネガル農業･農作物加工業開発公社（SODAGRI） 

M. Youssou Diallo           Directeur Général 
M. Sara Anne               Conseiller Technique en Agronomie 

 

（7）セネガル農業金融公庫（CNCAS） 

M. Gilbert Ndong         Chef du Reseau Nord, Saint-Louis 
 

（8）台湾プロジェクト 

M. Guile Ngom          Directeur Commercial 
王 俊文              技師 

 

（9）西アフリカ稲作開発協会（WARDA/ADRAO） 

M．Mohamed Kebbeh    Economiste 
M．Camara Mameri      Agronome 
M．Moussa Fall         Chef Administration 

 

（10）家族社会開発国家連帯省食糧安全保障委員会（CSA） 

M. Massaer Ndir         Chef de la Division Technique et Logistique 
M. Alioune Ndoye        Chef Division Commerciale 
M. Moussa Cissé         Chef Cellule Etudes et Information 
M. Cdt Alionne Sarr       Chef de la D.A.F 

 

（11）商務省市場監視室（ARM） 

M.Omar Samba N'diaye    Directeur de l'Exploitation,  
 Agence des Regulations des Marches, Ministere du Commerce 

（12）ヨーロッパ連合（EU）  

M. Amadou Ba Chargé de Programmes 
                  

（13）世界銀行 

M. El-Hadj Adama Toure Agro-Economiste Principal 
 
（14）在セネガル日本大使館 

川口 哲郎 参事官 
熊田 純子 二等書記官 

     

（15）JICA セネガル事務所 

小西 淳文 所長 
加藤 隆一 次長 

安藤 ンジャイ 真由美 職員 

金澤 仁 職員 
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第２章 協議概要 

 

２－１ 実施細則（S/W）協議概要 

 先方実施機関である農業水利省分析予察統計局（DAPS）との協議の結果、S/W 案を下記のと

おり変更し、その他については当初案どおり、合意に至った。 
 

２－２ S/W の変更点 

（1）カウンターパート機関 

カウンターパートである農業牧畜省について、省名の変更に伴い農業水利省に訂正した。1 

 

（2）調査対象地域 

ファティック州を対象地域として追加した。 

 

（3）報告書 

全報告書について、フランス語版は 30 部、英語版は 10 部ずつ作成することとした。 
 

２－３ 協議議事録（M/M）記載内容の概略 

M/M の主な記載事項は以下のとおり。 
（1）PRSP の目標年に合わせ、本調査のマスタープランの目標年を 2015 年とすることで、双方 

合意した。 

 

（2）調査の過程において技術移転を行うこととし、技術移転の内容／方法として以下のものが

ありうることを確認した。 

 

1）カウンターパート機関である DAPS の統計･分析能力の向上 

 

2）カウンターパートである DAPS 職員および農民に対する圃場レベルでの技術やノウハウ 

の指導（例:米の栽培･収穫後処理技術の改善、マーケッティング・農民組織運営・農家経営 

方法の改善） 

 

3）ワークショップの開催 

 

4）カウンターパートの本邦／第三国における研修 

 

（3）調査対象地域について、セネガルにおける主要稲作地域の一つであるファティック州を追 

加する旨合意した。 

 

                                         
1 その後、さらに農業牧畜水利省に変更になっている。 
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（4）DAPS がカウンターパート機関となり、関係機関との調整を行うことで合意した。 

 

（5）DAPS は、調査の開始に先立ち、本格調査団のカウンターパートとして必要な人数を配置

することに合意した。ただし、DAPS は、本調査の実施にかかるカウンターパート職員の移

動経費については、JICA の負担とするよう要請した。 

 

（6）本調査の円滑かつ効果的な実施のために DAPS 局長を議長とするステアリングコミッティ

ーを設置することを双方確認した。（主要構成員は、M/M を参照。） 
 

（7）セネガル側は、机や椅子などの家具、電話回線を備えた事務所スペースを DAPS の建物内

及びサンルイ州に提供することを承諾した。また、調査の実施に必要な車両、オートバイ、

コンピューター、プリンター及びその他機材等の提供を要請した。 
 

（8）本調査の報告書については、すべて一般公開することで合意した。 

 

（9）JICA において環境／社会への影響配慮の意識が高まっていることを説明し、必要性が生じ

た場合には、DAPS が環境社会配慮のために必要な情報を収集することを承諾した。 
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第３章 調査結果 

 

３－１ 上位計画 

（1）PRSP（DSRP） 

2015 年を目標年とする貧困削減計画（DSRP）が、セネガルの開発計画の最上位におかれ 
  ている。この中では取り組むべき優先課題として、教育、保健衛生、水の分野と経済分野に

わけて記述されており、経済分野では農業開発を最優先課題としている。 
 

（2）農業セクター調整計画（Programme d’Ajustement Sectoriel Agricole: PASA）及び農業普及 

及び生産者組織支援計画（PSAOP） 

    PASA は、世界銀行のコンデショナリティによって 1994 年に策定された計画であり、農業

省の現業部門を民間に委ねることを掲げている。本計画に基づき、農業省本省の普及機能の

民営化、すなわち、2000 年の農業・農村指導公社（Agence Nationale pour le Consil Agricole et 
Rural: ANCAR）設立とともに、農業関連公社の構造改革（SAED による精米加工及び農業金

融の廃止等）が実施された。 
また、世界銀行の主導によって 2001 年から実施されている農業普及及び生産者組織支援計

画（PSAOP）はセネガルの農業開発分野で一番大きい影響を与えている計画である。本計画

では農業分野の地方分権化と民営化をさらに進めることが柱となっており、農業省本省の農

業局、植物防疫局、農業土木局の機能が地方開発局（Directon Regionale du Developpement 
Rural: DRDR）に移されるなど、前述の PASA と併せ、農業省本省の機能がさらに縮小され

る結果を招いている。 
しかしながら、事前調査の段階では、これらの地方分権化、民営化、公社の構造改革が順

調に進んでいるようにはみられなかった。例えば、財政支出削減を意図して設立された

ANCAR については、農民グループとの契約によって普及活動を行うこととなっているが、

契約金を準備できる農民グループは少なく、結果として活動資金が確保できず、活動が実施

できない状況にあった。 
 

（3）農業開発国家計画（Plan National de Developpment Agricole: PNDA） 

     本計画については、国連食糧農業機関（FAO）の助言のもとに策定されており、農業水利

省へ草案が提出された段階にある。 
 

（4）農・林・牧業基本法（LOASP） 

     現在、国会で審議中の本法律は、20 年の長期ヴィジョンを示すものであり、PNDA 等諸計

画の基礎となるものである。経済的効率、経済自由化、非中央集権化等を指針とするなど、

PRSP やこれまでの世界銀行の方針を踏襲しており、NGO、民間部門、公的機関、援助機関、

教育・研究機関など多様な主体が策定に関与している参加型の計画である点が特徴的である。 
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（5）食糧安全保障特別計画（Programme Special pour la Securite Alimentaire: PSSA/Senegal） 

   FAO の主導で、1995 年から 2002 年を第 1 フェーズとして開始された計画であり、現在ま

で続いている。フェーズ 1 では、400 村で灌漑圃場整備、栽培作物の多様化など各種活動を

行うとともに、コロンビアの協力を得て都市部 43 カ所で小規模菜園活動を実施している。ま

た、後述するベトナムからの専門家派遣も本計画の主要な活動の一つである。今後は、食糧

安全保障支援国別計画（PNASA）を策定し、14,102 村及び都市部 1,050 カ所で活動を展開す

ることを中期目標に、さらに取り組みを拡大していく予定である。 
 

（6）その他関係者からの聞き取り 

1）経済財政省経済財政協力局（Ministere de L’Economie et des Finances Division de la  
Cooperation Economique et Financiere: DCEF）Andre Ndecky 副局長 
米の消費が伸びているなかで、輸入米への依存度が高い状況にあり、米の自給率の向上が 

重要であると考えている。 
また、米についてはセネガル川流域の灌漑事業に大きな投資をしたが、必ずしも成果をあ 

げたわけではないので、生産性と収益性を上げなければ輸入米に勝てないのではないかと考 
えている。 

 

2）経済財政省経済財政協力局 Ba 北東アジア担当課長 

生産性の向上、ポストハーベストの改善、マーケットの改善のほかに生産者組織の改善、 
関税などの保護策、品質基準について検討することが重要と考えている。また、収穫後処理 
においては、特に損耗の減少及び貯蔵方法の改善について取り組むべきである。さらに、 
CNCAS への融資返済率改善や農業機械の老朽化についての対応も必要である。 

 

3）農業水利省 Oumar Top 官房長官 

米は調理が簡単であることなどからミレットやソルガムに替わってセネガルの主食にな

りつつあるが、輸入米に頼っており、国内の食料安全保障からみても大きな問題を抱えてい

る。 
生産、ポストハーベスト、市場の問題を解決して国内米の生産性を高めることが必要で、

米の生産に経験を有する日本の協力を期待する。 
 

4）セネガル川流域デルタ開発公社（SAED） Dème 総裁 

      セネガル川流域における稲作については、十分な収穫量はあるものの、生産した米が売れ 
ない状況にあることから、流通が最も大きい問題であると考えている。SAED の機能が一部 
縮小されたことに伴い、SAED の指導の下、農民組織（ユニオン）が水利、生産、加工、販 
売まで管理しており、農民組織への指導も重要な課題であると認識している。 
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３－２ 関係機関概要 

（1）農業水利省 

本調査の受入機関となる農業水利省の組織及び職員数は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
臣
官
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水
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運
営
・
保
全
局

分
析
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・
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局 
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植
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総
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・設
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・
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全
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農業水利省

29 19 30 94 74 26 33 28

出

 

 

 

 

26
 

 

人人 

 

人 人 人 人 人 人 人 人

所：事前調査団への質問回答を基に作成 

 

また、年間総予算については、84 億 7,653 万 8,000 FCFA（約 17 億円）であり(2004 年度

国家予算は約 6,000 億 FCFA)、そのうち、人件費が 27 億 4,303 万 1,000 FCFA、運営費が 11
億 9,357 万 FCFA、再配分移転費が 45 億 3,993 万 7,000 FCFA となっている。 

（2）分析･予察･統計局（DAPS） 

    本調査のカウンターパート機関である分析予察統計局（DAPS）は、農業水利省において農

業開発のための情報収集･分析、動向予測、政策運営のための全体の調整を行う部署であり、

組織構成は以下のとおりである。 

職員数は 66 名（うち正職員 33 人、契約職員 30 人）となっている。 

分析予察統計局 

－プロジェクト・計画部   

－国際通商・統括部 

－分析・政策部 

－農業統計部 

－情報処理・連絡調整・農業情報部 

－人材部 

－通信書簡部 

－管理部 

出所：事前調査団への質問回答を基に作成 
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また、同局の年間予算は、187 百万 FCFA（約 3,750 万円）であり、その内 179 百万 FCFA
は農業統計部予算となっている。 

 

（3）地方農村開発局（DRDR） 

農業水利省の下部組織として各州に地方農村開発局が設置されており、DRDR は、分析･

予察・統計部、植物生産部、動物生産部、農村土木部、総務･財務部の 5 つの部署から構成さ

れている。また、各州には県ごとに県事務所が配置されている。 
DRDR 予算は年間 27 百万～30 百万 FCFA であり、その内 9 百万～10 百万 FCFA は DRDR 

本部、5.5 百万～6.8 百万 FCFA は県事務所に配分されている。 
また、本調査の対象地域であるサンルイ州、マタム州、ファティック州、ジガンショール

州、コルダ州の各 DRDR 職員数は、以下のとおりである。（事前調査団への質問回答を基に

とりまとめ） 
 

－サンルイ州      ：正職員 35 名、決定権者 3 名、契約社員 38 名、臨時雇用 5 名 
－マタム州        ：正職員 7 名、契約職員 3 名 
－ファティック州  ：正職員、契約職員合わせて 6 名 
－ジガンショール州：正職員 87 名、契約職員不定 
－コルダ州        ：正職員、契約職員合計 46 名 

 

     ただし、現状としては、十分に人員配置が行われていない部署もあり、セネガル川流域に

ついては、しばらく SAED との協力連携関係が欠かせない状況にある。 
 

（4）セネガル川流域デルタ開発公社（SAED） 

セネガル川流域のサンルイ州、マタム州およびタンバクンダ州バケル県を所管している。  
SAED の第 7 次業務指示書(2003 年～2007 年)に基づき SAED の概要をまとめると以下のと

おりとなる。 
1）使命 

      セネガル川流域住民とともに開発戦略を実施する。また、国及び地域における灌漑農業の 

調和の取れた開発の設計及び実施を主導する。 

 

2）目的 

      地域の持続的、経済的、かつ社会的環境を強化する。また、灌漑農業の生産性及び競争力 

を改善する。 

 

3）活動分野 

・ 公共投資の実施 

・ 水利農業及び環境資源の保全 

・ 土地管理に関する、地方分権化された地方組織への支援 

・ 農業・農村委員会、研究開発、灌漑システムにおける牧畜、フォローアップ評価、活用 

支援 
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・ 農民の職業意識 

・ 農業起業の促進 

 

（5）セネガル農業・農作物加工業開発公社（SODAGRI） 

    コルダ州の灌漑農業の振興およびバフォン（低湿地）の開発を担当しており、セネガル川

流域における SAED と同様に、南部における灌漑稲作の中心機関である。ダカールの本部及

びアナンベの支部に合計 70 名の職員が配置されており、2 カ所の精米場も所有している。年

間予算は約 25 億 FCFA で、そのうち 5 億 FCFA が経常予算となっている。 
 

（6）農業・農村指導公社（ANCAR） 

    ANCAR は、農業水利省の現業部門の見直しを行った結果として設立された組織であり、

DAPS の指揮下で生産者の育成をその目的としている。従来は、SAED が土地の整備から農

作物生産･販売の促進、そのための研修まで行っていたが、ANCAR 設立後は、SAED は農業

普及及び農民への研修は行わず土地の整備を中心に活動するということになっている。しか

しながら、実際には、ANCAR の職員数は少なく、SAED の所管地域では、SAED も引き続

き農民への指導を行っており、明確な役割分担とはなっていないのが実情である。 
 

(7）家族社会開発国家連帯省食糧安全保障委員会（CSA） 

    CSA は穀物市場の監視を主な任務としており、そのために、穀物生産･流通状況の分析や

穀物生産･流通に係る情報システムの整備、穀物の買い上げ、穀物の貯蔵及び輸送を行ってい

る。 
全国で約 200 名の職員を有し、各州に 1 名の検査官を配置している。また、全国各地に 64

カ所の倉庫を所有し、全体で約 84 千トンの貯蔵能力を持っており、そのうち約 15 千トンが

セネガル川流域に集中して保管されている。 
    特に、米の買い上げは、CSA の重要な役割のひとつである。CSA による買い取りを受けた

生産者は、買い取りによって得た収入をもとに融資の返済を行っており、安い輸入米に対抗

しながら生産者が継続的に生産を続けるためには欠かせない制度となっている。売れ残った

米の買い上げ価格に関しては、SAED など関係機関との委員会において協議されるが、入札

によって廉価な米を買い上げることも行っている。買い上げられた米は、災害に備えた国の

備蓄米、国連世界食糧計画（WFP）などのドナーが CSA を通して買い付ける食糧援助米、

商人への販売に利用されている。 
 

３－３ 他援助機関による協力 

（1）ヨーロッパ連合（EU） 

農業、畜産、漁業分野については、EU がセネガルにおける援助調整の事務局役を担ってい

る。農業・農村開発分野では、落花生への協力が 80%を占めており、このほか、西アフリカ

農業研究支援、太陽エネルギー利用の農業水利事業、農業政策支援、小規模な基盤整備に協

力している。また、現在は、世界銀行の PSAOP のフェーズ 2 と協調して PDMAS(農業市場

開発計画)を実施すべく、世界銀行と協議している状況にある。 
米についてはヨーロッパ開発基金（FED）による協力を行ってきており、第 6 次、7 次（現 
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在は第 9 次）までは大半が SAED への資金投入(灌漑整備や機材供与)であった。第 8 次では

北部ポドール県に対して策定した農業分野強化支援計画への融資をめぐってセネガル政府と

協議を行ったが、考え方の違いから調整が進まなかった。EU では SAED のやり方はあまり

にも前近代的だと考えており、政府に依存している SAED ではなく、現場の生産者組合に融

資を予定していたのに対し、セネガル政府は SAED への融資を希望したためこのような結果

となった。 
EU としては、セネガルにとって米に関する問題は重要であると認識しており、日本がこ

の分野で協力することには歓迎の意が示され、情報の共有を依頼された。 
しかし、EU は、グッドガバナンス、教育、保健分野についてセクタープログラムに基づい

た財政支援を行う方向にシフトしており、農業分野の協力の割合は低下している。 
 

（2）世界銀行 

セネガルの農業の特徴としては、家族を養うには耕作面積が小さすぎること、また SAED
などの公社に守られ農民が市場を意識した農業を行ってこなかった(世界銀行意見)。 
世界銀行の農業関係のプロジェクトとしては、全国を対象とした農産物輸出振興プロジェ

クトが紹介された。同プロジェクトでは、米は扱っていないとのことであったが、ヨーロッ

パを市場として、個人経営の灌漑農業でトマト、マンゴ、メロンなどの生産量を増加させ、

より低コストの輸送手段の利用、適切な収穫時期などの技術指導などを行っている。私有農

民を直接の対象としているのではなく、中小規模の輸出業者（農民兼輸出業者も含む）を対

象にしており、従来の村レベルでの市場あるいは都市における市場ではなく、地域市場の設

立を目指している。 
また、農業生産、販売等にかかる意思決定は誰がしているのかという質問をしたところ、

ユニオンが意思決定をしているという回答があった。ただし、ユニオンは伝統的な組織で人

間関係が複雑であり、市場を意識した経営に不向きな組織であるため、公的でも私的でもな

い中間のより簡素な新しい組織を作ることが必要との考えであった。ユニオンについては、

会計監理報告能力が不十分であるという点も指摘された。 
以上の説明からもわかるとおり、世界銀行はこれまでの協力の経験から、より市場、民間

志向に農業の振興を進めていくべきであるという方針を持っていた。 
今回の稲作再編計画調査について、流通も重視していると説明したところ、先方は興味を

示し、本調査の協力分野と重複しないようにしつつ、互いに農業振興のための方法論など共

有できるよう情報交換など行っていきたいという協力的な姿勢が示された。 
 

（3）食糧農業機関（FAO） 

FAO はセネガル国での食糧自給率の低下に見られる食糧安全保障の悪化を背景に 1995 年

から農村地域を対象に食糧安全保障事業を開始した。1998 年からは FAO・イタリアの資金

をもとにベトナム人専門家をファティック州に派遣しており、現在事業を継続中である。ベ

トナム人専門家は灌漑稲作以外に野菜、果樹、畜産、水産、農産加工を指導しており、灌漑

稲作事業は、農民グループを対象に、低コストの水田造成、持続性のある米生産に対し、資

金的、技術的支援を与えるものである。具体的には施肥量試験、正条田植えの指導、ブリキ

缶籾貯蔵などを指導している。（同プロジェクトの詳細については、「3－5 収穫後処理」を
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参照。） 
 

（4）台湾 

1997 年からセネガルと台湾の 2 国間協力として稲作協力プロジェクトを開始している。案

内をしてくれた広報担当者によると、セネガルの米にかかる問題は、品質にあるという考え

に基づき、TCS-10 という品種を導入し、消費者のニーズを意識した米の生産、加工、流通を

行っているということであった。また、セネガルで一般的に食されている砕米ではなく、外

国人などをターゲットに完全米を生産しており、小売店への販売にかかる支援も行っている

点が特徴的であった。 
本プロジェクトでは、台湾人専門家が派遣され技術指導を行っているが、サンルイ州では

サンルイ市に 1 名、リシャトール市に 2 名程度であり、圃場、精米場を視察したところでは、

技術的指導が十分行き届いているようには見えなかった。ただし、生産から流通まで一貫し

た協力をしており、商品化の際のパッケージの仕方まで指導している点など、特に流通の面

で、本格調査実施においては非常に参考になると考えられる。 
 

（5）その他 

     国際農業開発基金（IFAD）による農産物加工を機軸とした中小企業振興（PROMER）がタ

ンバクンダ州で行われているほか、ベルギーによるニャイ地域でのマイクロクレジットに関

する協力、EU とフランスによる農産物の輸出振興及び財政支援が実施されている。また、

SAED への協力はこれまでフランスの協力が中心であった。 
 

３－４ 農業／稲作 

（1）調査結果 

本項については事前調査結果をもとに、「セネガルプロジェクト形成調査(稲作再編) 

報告書」(平成13年10月、国際協力事業団)、「セネガルの農林業 －現状と開発の課題

－1997年版」(1997年1月、(社)国際農林業協力協会)を踏まえ概要を整理する。  

1）農業の概況 

   ア．生産の現状  
      国土面積1,972万ha(日本の約1/2)のうち農地として373万haが利用可能といわれ

ているが、実際には213万ha(1997年)の利用にとどまっている。同国の農業は灌漑

地域での稲作を除き、ほとんどが天水による栽培であるため天候により作付面積が

大きく増減する。  
   品目別の作付面積は伝統的に乾燥に強い雑穀のミレット・ソルガムが多く、豆類

(ニエベ)、トウモロコシ、米、輸出品目である落花生の順で、米は全体の5%程度

にすぎない。  
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表４－１ 食用作物の作付面積(1996年)                 （単位：ha） 

順位 作物 作付面積 順位 作物 作付面積 

1位 ミレット 971,643 5位 米 73,811 

2位 ソルガム 148,646 6位 食用落花生 63,701 

3位 豆類 88,623 7位 キャッサバ 14,011 

4位 トウモロコシ 84,913 8位 その他 607 

   合計  1,445,955 

資料：農業牧畜省 

 

表４－２ 主要穀類の作付面積・生産量・単収                    （単位:ha, ton, kg /ha） 

作物  1956/60 1961/65 1966/70 1971/75 1976/80 1981/85 1986/90 1991/95 1996/00 

作付面積 815,380 1,022,280 1,112,050 925,190 993,980 1,480,440 1,498,600 1,725,410 1,008,555

生産量 392,396 479,009 509,128 566,375 546,989 618,832 691,418 690,250 584,057

ミレット、 

ソルガム 

 

単収 515 503 466 549 542 563 662 675 577

作付面積 30,540 43,500 53,566 43,809 60,906 83,780 102,706 101,919 68,061

生産量 27,200 31,934 41,166 35,841 46,754 96,621 121,878 111,686 67,620

トウモロ

コシ 

単収 891 750 760 807 776 1,134 1,192 1,129 975

作付面積 67,924 76,681 93,012 76,662 77,825 67,370 75,384 74,988 50,063

生産量 81,538 102,228 111,205 92,519 99,398 148,044 149,860 172,541 143,220

米 

単収 1,200 1,329 1,179 1,157 1,242 1,846 1,989 2,301 3,321

作付面積 860,675 1,068,978 1,228,478 1,144,203 1,144,897 1,220,011 1,220,560 1,197,324 1,126,679合計 

生産量 501,134 613,171 661,499 694,735 693,141 863,497 963,156 974,477 794,897

資料:農業牧畜省 

注：5 年間の平均値 

 

降水量は北部から南下するにしたがい増加し、サヘル地域、スーダン地域、ギニア地 

域へと移行していくが、農業形態は地域や農業特性から以下の 3 タイプに分けられる。 

 

北部(セネガル川流域) 

セネガル川を利用した灌漑農業が行われている。灌漑により作物の周年栽培が可 
能で主要作物の稲作では二期作が実施されている。落花生、ミレット・ソルガム、

トウモロコシ、ニエベ(白ササゲ)のほか、民間企業であるGDSにより巨大な施設を

利用したトマト、バナナ、スイカの生産、リシャトール市近郊ではタマネギの産地

が形成されている。また灌漑地区以外では天水による雨期の栽培が行われている。 
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中部(ティエス州、カオラック州、ファティック州等) 

主要作物は落花生、ミレット・ソルガム、ニエベで、一部の低湿地では粗放的な 

稲作が行われている。天水による雨期の栽培がほとんどであるが、小規模ながら井

戸水灌漑によりトマト、オクラ、スイカ等の野菜の生産もみられる。 

 

南部(カザマンス地方) 

南部では降水量が多くなるため、雨期に落花生、ミレット・ソルガム、トウモロ 

コシが栽培され、稲作はコルダ州の一部で灌漑稲作により二期作が行われているほ

か、谷地や低湿地から海岸沿いの汽水域まで天水による伝統的稲作が実施されてい

る。 

 

イ．推進体制  

セネガル国の農業は農業水利省(MAH)が所管し、各州には本省機能に対応した

同省の地方農村開発局(DRDR)があり、さらに県、郡、ミューラルコミュニティ、

市、村が存在している。  
      また地域の農業開発のため、稲作部門についてはセネガル川流域ではSAED、カ

ザマンス地方コルダ州ではSODAGRIが組織されている。  
      2000年には普及機能の民営化を図るためANCARが設立され、農家との契約に基

づいて各州で普及活動を行っているが、SAED、SODAGRI所管地域では依然とし

て両公社がANCARとともに農民への指導を実施している。  
農民については、ユニオンのもとに複数のGIEが存在し、一般的に稲作農民は作 

付前にセネガル農業金融公庫(CNCAS)から栽培資金の融資を受け、経済構造調整

政策により現在は農民自身が米(籾もしくは精米)を販売し、現金化してから     
CNCASに返済している。  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

17 



 

 

図４－１ 稲作の推進体制 
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利益者グループ  
(GIE) 

利益者グループ  
(GIE) 

利益者グループ  
(GIE) 

 

農民  農民  農民  

 

農民  農民  農民  

 

農民  農民  農民  

 

種籾生産 

 

2) 稲作の現状 

    セネガルの稲作は北部のセネガル川流域(サンルイ州、マタム州)と南部のカザマン 

ス地方(ジガンショール州、コルダ州)が中心で、生産量の多くを占める灌漑稲作と天 

水による伝統的稲作に大別される。 

単収は灌漑稲作(サンルイ州、マタム州、コルダ州の一部)が5トン/ha程度であるの 

に対し、天水による伝統的稲作は1～3トン/ha程度にとどまっている。 
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表４－３ 米の州別作付面積・生産量・単収 

作付面積（ha） 生産量（ton） 単収（kg/ha） 州 

1998/99 1999/00 2000/01 2003/04 1998/99 1999/00 2000/01 2003/04 1998/99 1999/00 2000/01 2003/04 

サンルイ 17,983 29,837 23,003 19,019 80,924 151,190 114,647 103,201 4,500 5,067 4,984 5,426

マタム    3,229 17,356   5,375

ルーガ      

ダカール ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･

ディウベル      

ファティック 1,371 1,946 406 825 2,515 4,750 590 629 1,834 2,441 1,454 762

カオラック 389 ･･･ 298 98 612 ･･･ 449 245 1,573 ･･･ 1,505 2,500

タンバクンダ 1,366 2,158 1,487 1,108 1,453 3,184 1,063 1,201 1,064 1,476 715 1,084

ティエス ･･･ ･･･ 125 ･･･ ･･･ 175 ･･･ ･･･ 1,400

コルダ 24,086 ･･･ 26,236 22,666 37,856 ･･･ 40,648 29,589 1,572 ･･･ 1,549 1,305

ジガンショール ･･･ ･･･ 33,436 39,899 ･･･ ･･･ 43,274 55,974 ･･･ ･･･ 1,294 1,403

資料：農業水利省 

注：2000/01まではサンルイ州にマタム州を含む。 

 

ア．灌漑稲作(サンルイ州、マタム州、コルダ州の一部) 

        サンルイ州、マタム州ではセネガル川、コルダ州の一部(4,180ha)ではアナンベ

川から取水し、大規模灌漑圃場において大型機械(トラクター、コンバイン)や化学

肥料・除草剤を使用するなど近代的な稲作が展開されている。  
             灌漑により雨期とともに乾期にも稲作が行われ、単収は作期ごとに5トン/ha程度

になっている。  
栽培方法は、播種時に大型トラクターのオフセットハローにより耕起され、入水

後、直播等が行われる。水管理は基本的に播種から収穫前まで雑草・塩害回避のた

め10～15cmの湛水とし、出芽後、除草剤散布、施肥時等に浅水、落水が行われる。

施肥は基肥、追肥が実施され、病害虫は大きな問題とはならないことから防除はし

ないことが多く、収穫は大型汎用コンバインが使用されるほか、手刈りも実施され

ている。  
    営農は家族経営により行われ、農家一戸当たりの平均作付面積はサンルイ州・マ

タム州では0.5～1ha程度、コルダ州では2.5ha程度で、平均圃場区画面積は整備地

区により異なり0.5～1ha強程度となっている。  
 

イ．天水稲作(ジガンショール州、コルダ州等) 

雨期の天水を利用して伝統的稲作(女性により)が、カザマンス川上中流では谷地
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や低湿地(盆地に10～30ha規模で30,000ha存在)、下流ではマングローブ沼沢地等で

行われている。粗放的な栽培であるため単収は1～3トン程度で、施肥が実施される

圃場で高く、汽水域では1トン/ha以下となっている。  
         栽培方法には直播と移植があり、圃場の形態は畦があるものとないもの、畝立て

をするものとしないものに分けられるが、最も一般的な栽培は低湿地や河川後背地

に簡単な畦畔を作り、天水や河川表流水を利用する方法である。中間管理作業は一

部で除草、鳥追いがなされるほかは、施肥もほとんど行われず粗放的な栽培になっ

ており、機械化も進んでいない状況である。収穫は一般的に穂刈りとなっている。 
 

図４－２ カザマンス地方の稲作の体系 
   陸稲                                                            

  
  

 畦畔あり 

  

 低地稲   天水 

       (天水＋湧水) 

       (天水＋増水) 
 

 

 

 
 畦畔なし 

   

 

 均平          (直播) 

               (移植) 

畝立て         (移植) 

 

 均平          (移植) 

               (直播) 

 傾斜          (直播) 

 

 

  マングローブ稲                                                       

 

   陸 稲：地下水位は低く、天水のみによる稲作。 

     低地稲：地下水位が高いところで行われる稲作。河川の増水により浸水したり、湧水 

により地面の水分が飽和状態であったりする。湛水状態の稲もこれに含まれ 

る。 

     マングローブ稲：汽水の稲作。ジガンショール州の海岸沿で行われる。 

   資料：「セネガルの農林業 1997年版」((社)国際農林業協力協会) 
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図４－３ 稲作栽培暦 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Richard Toll-Podor 

（直播） 

 

 

 

Matam-Bakel 

（移植） 

 

 

Ziguinchor-Kolda 

（陸稲焼畑） 

 

（水稲直播） 

 

（水稲移植） 

 

（マングローブ稲） 

 

 

 

移

収

資料:「セネガルの農

     

ウ．現地調査の

       サンルイ州

      ～1990年)及

      州デビ・チゲ

      査した。  
       チャゴ村は

戸当たりの平

ラクター、収

による耕起が

より料金が異

FCFA/haとの

        農機具につ

ようなもの、

運搬は荷車を

ール市内には
     
圃場・ポンプ準備 

乾期作播種 

収穫 乾期作 植

播種 移植

穫

林業1997年版」（(社)国際農

概要                      

チャゴ村(開発調査「小規模農

び無償資金協力「小規模農業開

地区(無償資金協力「デビ地区

総面積144ha、圃場区画が0.5
均作付面積は0.5～1ha程度であ

穫はコンバインにより実施さ

18,000FCFA/ha、プラウによる

なり4、5年に1回実施)、野菜や

ことであった。  
いては、手押し式の播種機の

柄の長いスコップ、鉈のような

馬やロバに引かせており、牛な

鍛冶屋、自動車修理店が多く見
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デビ・チゲ地区は総面積998ha、圃場区画が1ha程度の大規模灌漑地区であるが、

農家一戸当たりの平均作付面積は0.5ha程度と小規模であった。稲作作業は大型トラ

クター、大型汎用コンバインが使用されているとみられ、チャゴ村に比較すると家

畜は明らかに少なかった。  
両地区とも所有しているアタッチメントは畑作用のものばかりであり、農業機械

(トラクター、トラック等)は耐用年数をはるかに超え、使用不能と思われるものも

含まれている。  
国産米については輸入砕米との厳しい価格競争の中に置かれており、より一層の

低コスト集約的な稲作を展開するため、人力・畜力を最大限に活用しつつ、農家所

得の増加を図り、持続的な稲作経営を実現していくことが重要であると思われた。  
 

3) 稲作の生産性 

参考として表4－4、4－5、4－6を掲載する。本表では利益が高くなっているが、  
CNCASへの融資返済、自家飯米などを考慮すると下方修正が必要と思われる。 
生産コストについては、特に灌漑稲作地区では水利費、肥料などの農業生産資材費、

耕起・収穫・脱穀に係る費用などのウェイトが高くなっていることから、これらの経

費をいかに低減させるかがポイントと思われる。現在、自家労働は播種、施肥、除草

剤散布、水管理などに限定され、耕起・収穫などの主な作業は請負を前提としている

ことから、家族労働力を基本にした作業体系の再構築が必要と考えられる。  
一方、生産性の向上については、灌漑稲作地区の単収水準は5トン/ha程度で西アフ

リカ諸国に比較すると高水準にあり、灌漑・施肥等の導入時の著しい単収向上は期待

しにくく、規模拡大は土地所有の問題等を踏まえると現状では大きな進展は期待しづ

らいと思われる。  

表４－４ 籾生産コストの推移 

  1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 
2000/01

推定 

単収 kg/ha 5,000 5,200 4,500 4,800 4,800 4,300 4,100 5,000 5,000 5,300 5,500

籾価格 FCFA /kg 85 85 85 90 110 115 107 102 105 100 100

収獲前費用 FCFA /ha 164,019 185,178 192,122 192,127 270,256 271,446 265,596 254,430 274,030 230,083 230,083

収穫後費用 FCFA /ha 84,150 68,850 65,025 68,850 104,479 104,704 95,929 88,550 62,750 88,550 88,550

費用合計 FCFA /ha 248,169 254,028 257,147 260,977 374,735 376,150 361,525 342,980 336,780 318,633 318,633

単位費用 FCFA /kg 50 49 57 54 78 87 88 69 67 60 58

粗収入 FCFA /ha 425,000 442,000 382,500 432,000 528,000 494,500 438,700 510,000 525,000 530,000 550,000

利益 FCFA /ha 176,831 187,972 125,353 171,023 153,265 118,350 77,175 167,020 182,020 211,367 231,367

利益率 % 42 43 33 40 29 24 18 33 35 40 42

単位利益 FCFA /kg 35 36 28 36 32 28 19 33 36 40 42

資料：SAED 
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表４－５ SAED灌漑地区ブンドゥン村における米生産コスト(１ha当たり) 

2000年雨期作 2001年雨期作 項目 単位 

基準単価 金額 基準単価 金額 

水利費 FCFA/ha 67,000 67,000 67,000 67,000

種子 FCFA/kg×130kg/ha 225 29,250 220 28,600

種子輸送費 FCFA×3袋/ha 100 300 100 300

肥料DAP(18/46/0) FCFA×100kg/ha 164 16,400 156 15,600

肥料尿素 FCFA×300kg/ha 175 52,500 150 45,000

除草剤Propanil FCFA×81kg/ha 2,600 20,800 2,245 17,960

農薬Weedone FCFA×11kg/ha 3,500 3,500 3,000 3,000

農薬Furadan FCFA×5kg/ha 2,000 10,000 2,000 10,000

資材輸送費 FCFA×8袋 100 800 100 800

袋代（6回使用） FCFA×1ha（66袋 

/5.5t） 

23,100 23,100 23,100 23,100

耕起（深耕） FCFA×1ha×1回/6作 42,000 7,085 42,000 7,085

耕起（off-set浅耕） FCFA×1ha 18,000 18,000 18,000 18,000

収穫前費用の小計  248,735  236,445

金利 FCFA×5.625%/作期 13,992  13,300

刈取（手刈） FCFA×1ha 30,000 30,000 30,000 30,000

脱穀（人力） FCFA×1ha 42,000 42,000 42,000 42,000

運搬費（乾燥場へ） FCFA×66袋 150 9,900 150 9,900

噴霧器購入費 FCFA×1台×1/5 

（5作使用） 

50,000 10,000 50,000 10,000

管理費 計量･守衛･用具、 

FCFA×kg/ha 

35 3,325 35 3,325

収穫後費用の小計  109,217  108,525

合計  357,952  344,970

籾販売収入 FCFA×5,500kg/ha 95 522,500 95 522,500

税（Zakat） kg（5,500kg×5%）× 

95FCFA/kg 

275 26,125 275 26,125

利益  138,423  151,405

資料：SAED 

注：上の表は細かい点で不明、計算ミスがある。 
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表４－６ デビ地区ユニオン所属稲作農家へのアンケート結果 

 農家A 農家B 農家C 農家D 農家E 

農地面積 3ha 4ha 2ha 2ha 2ha 

家族人数 14人 13人 4人 5人 6人 

 労働人数 5人 5人 2人 5人 6人 

雨期作 7ton/ha 6ton/ha 6ton/ha 6ton/ha 5ton/ha 籾収量 

乾期作 5ton/ha 4ton/ha 4ton/ha 4ton/ha 4ton/ha 

CNCAS返済 全員が2.5ton/ha（各作期ごと）を供出すると回答 

自家飯米 

（各作期） 

1.5ton 3.5ton 2.5ton 3.0ton 2.0ton 

収穫物 

の用途 

販売 残り全量 残り全量 残り全量 0.5ton/期 0.5ton/期

種籾の入手 1人を除き作付ごとに新規に購入すると回答 

耕起方法 全員が1万7,500FCFA/ha支払いトラクター賃耕すると回答 

収穫方法 全員が手刈りしたあと脱穀機を賃借すると回答 
資料：セネガルプロジェクト形成調査（稲作再編）報告書（平成13年10月） 

 

4) 品種及び種子生産 

稲作には雨期作と乾期作があり、雨期に限っても南部は5月中旬～10月、中部は6
～10月、北部は7～10月と雨期の開始時期により栽培可能期間が異なり、乾期は温度

が低い10～1月終わり、温度が高い3～6月終わりに分けられるが、これに降雨の年次

変動やCNCASからの融資時期などが影響し、生育期間・収量・食味等により品種が

選択されている。サンルイ州では乾期にSahel108、雨期にSahel108、Sahel201、Sahe
l202、Jaya、IR15-29が栽培され、農民の評価を得てSahel201の割合が高いとのこと

であった。またコルダ州(灌漑地区)では乾期にSahel108、雨期にSahel108、IR15-29
が栽培され、大まかにはSahel108が7割、IR15-29が3割とのことであった。  

 

表４－７ セネガルにおける栽培品種の特性等 

品種名 品種特性等 

Jaya インドネシア原産、1970年導入、灌漑稲作用、雨期作適、中生、耐塩害性小 

Sahel108 IRRI育成、1994年導入、灌漑稲作用、乾期作適、早生、二期作可 

Sahel201 スリランカ原産、1994年導入、灌漑稲作用、雨期作適、中生、高収量、耐塩害性中

Sahel202 IITA育成、1994年導入、灌漑稲作用、雨期作適、中生、高収量、品質良好 

IR15-29 IRRI育成、灌漑稲作用、雨期作適、中生、糯性 
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       表４－８ SAEDにおける品種構成割合の推移           （単位：%） 

 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

Jaya 71 76 50 33 23 

IKP 7 2 4 0 0 

IR8 5 3 0 1 0 

Djibelore 1 0 0 0 0 

Sipi 1 0 0 0 0 

Sahel108 3 7 31 34 32 

IR15-29 9 8 11 17 15 

Sahel202 0 2 1 5 11 

Sahel201 0 0 0 2 3 

TCS-10 0 0 0 1 3 

その他 3 0 3 7 13 
資料：SAED 

 

種子生産については、図4－1のとおりセネガル農業研究所(Institut Senegalaise   
pour la Recherche Agricole:ISRA)が種子増殖圃場で原種を増殖するとともに、種籾

生産農家組合(Union Nationale interprofessionalle des Semenciers:UNIS)と契約し

た栽培農家が種子生産を行い、DRDRでは採取された種子に対して証明書を交付して

いる。 またSAEDにおける証明種子の使用割合から種子更新率は比較的高いと思わ

れる。  

 

表４－９  SAEDにおける証明種子の使用割合の推移 （単位：%） 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 

37 41 37 54 35 
資料：SAED 

 

5) 農業生産資材  
農業機械・肥料・農薬の製造に関するセネガル国の技術的ポテンシャルは低く、輸

入に頼っているとみられ、FCFAの引き下げの状況下においては農業生産資材の価格

上昇が予想される。  
一方で市内には鍛冶屋、自動車修理店が多くあり、西アフリカ稲作開発協会     

（ADRAO/WARDA）が開発した脱穀機（プロトタイプASI）を地元メーカーが製造し、

 また協力隊員の指導により精米用機械が製造されるなどの動きもあることから、同国

 に合った簡易な農業機械、合理的な農機具等の生産など国内の稲作関連産業の育成を
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 支援することにより、稲作への貢献が期待される。  
 

6) 農業金融 

      稲作農民は一般的に作付け前にセネガル農業金融公庫(CNCAS)から栽培資金の融  
資を受け、経済構造調整政策により、現在は農民自身が米（籾もしくは精米）を販売 
し現金化してからCNCASに返済している。  

 CNCASはGIEの口座に融資を振り込むが、農民は現金の引き出しはできない。   
SAEDの出すクーポンに基づき、肥料・農薬商、トラクター賃耕・コンバイン収穫業

者などが発行するインボイスに農民がカウンターサインし、融資口座から業者に支払

われる。融資に対する担保はないがGIEの連帯責任による保証があり、金利は年7.5%
(12.5%のうち5.0%は政府負担)、融資期間は9カ月(雨期5～2月、乾期1～8月)、融資

金額はSAEDの基準により大規模グループ(1.5～2.0ha/世帯)は25万FCFA/ha、中規模

(0.8～1.0ha/世帯)は15～20万FCFA/ha、小規模(1.0ha以下/世帯)は10～15万FCFA 
/haとなっている。  

    しかし輸入砕米との競争の中で、国産米については価格・品質等に問題があり、販 
売の低迷からしばしば融資の返済が困難となり、次期作の栽培が継続できないケース 
がみられる。なお、表4－10の2000年～2001年は返済率が53%であったが、農民の米 
のストックを担保にして2001年～2002年に融資を実施したとのことであった。 

 

表４－１０ CNCASの融資額と返済率の推移      （単位：万FCFA、%） 

 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 

融資額 223,000 230,000 270,000 247,000 244,000 160,000 

返済率 93 88 73 53 64 66 
資料：CNCASサンルイ支店より聞きとり 

 

7) 農業助成制度 

      セネガル国における農業助成制度については、1984年までは肥料、籾の購入、機材 
等に対する助成金があったようであるが、現在ではCNCASが農民に融資する際の利

子補給が行われているのみである。  
 

8) 試験研究・普及 

    国内唯一の試験研究機関としてセネガル農業研究所（ISRA）があり、全国に5カ所 
のセンター（サンルイ州、ディウベル州、カオラック州、ジガンショール州、コルダ 
州）が設置されている。なお、ジガンショール州のセンターは現在閉鎖中とのことで 
ある。ISRAは農業水利省の直接の管理下にはなく、政府の意向を強く反映した研究

機関であるため、農業水利省の政策を反映した研究活動を実施できない状況にあると

言える。  
      農民への普及については、2000年に普及機能の民営化を図るためANCAR(農業・

農村指導公社)が設立され、農家との契約に基づいて各州で普及活動を行っており、 
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現状では国が活動資金の全部を負担しているが、段階的に削減される予定になってい

る。  
SAED、SODAGRI所管地域では依然として両公社がANCARとともに農民への指導

を実施しているが、すべての公社を合わせても普及員等は少数と言わざるを得ない。

また農業技術の高等養成機関として国立高等農業院(ENSA)がある。  
 西アフリカ稲作開発協会(ADRAO/WARDA)ではISRAと連携し、特に新品種     
NERICA(New Rice for Africa)の開発・実用化を進めている。NERICAは西アフリカ

の天水依存の小規模農家の所得向上と食糧増産を可能とする陸稲としてWARDAに

より開発された。NERICAはアフリカ稲の雑草競合性や病害虫耐性とアジア稲の多

収性を合わせもつ品種で、現在ギニアを初めアフリカ各地で栽培が進展しており、カ

ザマンス地方、ファティック州等における単収向上へ寄与することが期待され、    
SODAGRIでは本年雨期作において実証試験が計画されている。また水稲用NERICA
の有効性が確認されWARDAにおいて研究が進められているが、まだ公開には至って

いない。  
 

表４－１１ ネリカの特性 

   ○生育期間が短く、干ばつに強い。  
   アフリカ稲の伝統的品種が播種から収穫まで130～140日かかるのに対して、ネリカ  
    は90～110日である。  

○病害虫に耐性が強い。 

    アフリカ特有のイネ黄斑ウイルス(RYMV)に対し、約9割のネリカ系統の品種が抵抗 
    性を示しており、アフリカタマバエ(afRGM)やいもち病に抵抗性を示す品種もある。

  ○雑草競合性が高く、除草作業が軽減される。 

    アフリカ稲の初期生育の旺盛さと、広くて垂れる葉で遮蔽して、雑草を抑える。 

  ○低投入でもある程度の収量を得られる。 

    但し、低投入で比較的高い収量を示した系統が、高投入では倒伏して減収することも

   あった。マメ科作物との輪作など土壌劣化に対応できれば二期作も可能とみられる。

  ○タンパク質含有量が多い。 

   アジア稲が約8%であるのに対し、ネリカでは10%以上を示す系統がある。 

 

   
 

  資料：「ネリカ米の研究開発・普及の展望と課題」 

        (時田邦浩  2003.2「国際協力研究」Vol.18 No.2) 
 

３－５ 収穫後処理 

（1）政府の方針 

セネガル政府は、米生産促進のため、灌漑農地の設備整備に加え、精米加工工場、貯蔵庫、

収穫機械にかかる支援等生産者やグループに対する収穫後処理技術についての助言や技術指

導によって灌漑農業を振興することを目指している。 
    特に、農業生産力の高い品種を用いて品質の高い米を生産することに注力しており、生産

者や米加工業者が完全米と砕米の選別に適した選別機を備えた高性能の精米加工工場を利用

できるよう SAED による支援を後押しし、適切な貯蔵や調製に関する支援を行おうとしてい

る。 
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（2）セネガル川流域 

1）概論 

稲の刈り取りは 10 月初旬から 11 月中旬に SAED 管理地域では穂が十分乾燥した時期に

コンバインによる委託作業で行うのが普通である。その他の地域では家族が鎌で刈り、鳥害

を防ぐため穂を内側にしたニオを作り、脱穀をまつ。自家消費用は棒でたたいて、販売用は

投げ込み式脱穀機で脱穀する。脱穀された籾は十分乾燥しているため新たな乾燥は行わない

のが普通である。籾はプラスチックの袋に入れて自家用は自宅に貯蔵する。籾すり・精米は

①エンゲルベルグ式のもの、②製粉機で代替えするもの、③精選・籾すり・精米が一体化し

たものに大きく 3 種類に分類される。1995 年時点での精米所総数は 922 カ所、精米機の数

は①が 463 台、内、稼働可能数が 351 台、②が 607 台，内、稼働可能台数が 383 台、③は

30 カ所である（次表参照）。大型精米所のうち 16 カ所は自分の組合、企業のみの籾を処理

している。残り 14 カ所は外部からの籾を引き受けている。精米所の多くがダガナ県に集中

している。 

 

表４－１２ 1995 年でのセネガル川流域の精米所の状況 

         県   

         Dagana Podor Matam Bakel Total 

大型精米所（精選・籾すり・精米一体型）      

    箇所  27 2 1 0 30

    理論処理能力（トン/年）  96,000 17,000 2,000 0 115,000

エンゲルベルク型精米所        

    箇所 稼動中 232 78 32 9 351

     非稼動 71 30 11 0 112

     計 303 108 43 9 463

    理論処理能力（トン/年）  102,653 33,670 12,566 3,580 152,469

製粉兼用型精米所         

    箇所 稼動中 65 71 167 80 383

     非稼動 18 60 119 27 224

       計 83 131 286 107 607

出所：SAED(DPDR),1996,”Inventaire des Unites de Transformation” 
 

精米機の動力はディーゼルエンジンが主で①の 73%、②の 87%がディーゼルエンジン駆

動である。残りはモーター駆動である。①の能力は 0.42 トン/時/台、年総処理能力は 15.2
万トンである。③の年総処理能力は 11.5 万トンである。5 トン/時以上の能力を有する精米

所は、Rosso-Bethio（SAED 所有）、Richard-Toll（SAED 所有）2 及び民間の Delta-2000 の

計 3 カ所ある。1994/95 年の籾生産量がセネガル川流域では 13.4 万トンであったので、処理

                                         
2 SAED の所有していた 2 箇所の精米工場については、1994 年に民営化が行われている。そのうち、ロス･ベティオの工場

については、国で計画していた通り、民間会社への売却がなされているが、リシャトールの精米場については、いまだ買い

手がつかない状態にある。同工場は、もともと 1 時間に6 トンの精米を行うことができるよう設計されていたが、設備の老朽化

で、現在では 1 時間に 2 トンの精米能力しか有していない状況である。 
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能力の面では十分といえる。大型の精米機は、その大半が植民地時代から引き継いだもので

殆どが老朽化している。 

 

2）調査地域の状況 

ア．台湾による協力事業 

台湾の技術援助がなされているポンジャンダルム（Pont-Gendarme）精米所は、4 村、

農民グループ 9 組織（440 戸）の籾を受け入れている。1998 年に台湾の援助を受け入れ、

精米機を導入した。台湾製及び日本製（ヤンマー）ワンパスタイプ精米機、さらに台湾製

万石精米精選機を運転している。クボタ製のワンパス精米機を300万FCFAで入手したが、 
電動であったため、電化されてないこの精米所では使われていない。セネガルでは加工さ 
れた精米は精米精選機を経ず、完全米と砕米が一緒になっているという問題を有している。 
台湾の技術援助事業は、当初、SAED との協力のもと、品質改良のための優良品種 TCS-10
の導入を行うものであったが、上述のような問題を踏まえ、改良加工、流通技術の農民グ

ループ Keur Mame Mareme Seye への適用に進んでいる。Keur Mame Mareme Seye は優良

品種のダカールやその他地方への流通のために設立され、販売、自動車での配達等の機能

を有している。品質改良は輸入米との競争で生き残るため、完全粒の歩留まり改善を狙っ

ている。台湾技術援助事業は、生産者の増益、完全米流通（年 10 万トン）での利益確保、

国際米市場でのセネガル米（TCS-10）の地位確立を目下の目的にしている。現在、この

グループは輸入米との競争でうち勝っているという。籾収量が 6～7 トン/ha、精米歩留ま

りは 70%、完全粒歩留まりは 90%、味覚も良いという。包装は完全粒で一袋 5kg、1kg 詰

め、砕米で一袋 50kg 詰め、袋の材質はビニール製で、湿気、害虫の侵入では問題はなさ

そうである。ラベルも日本で見かけるように、生産者、住所、品種、重量等を表示してい

る。当面の課題は、砕米との競争で、輸入米に負けていること、TCS-10 が正式にセネガ

ル政府に認められていないこと、導入品種の認可に 5～7 年もかかること、などである。

籾摺り・精米機のゴムロール、スクリーン、シリンダー等パーツの入手には問題はないと

いう。 
 

イ．チャゴ村 

精米機は休止の状態で、部品も帳簿でしっかり管理されておらず、在庫数を聞いても答 
えられなかった上に、保管されている部品も整理されていなかった。 

また、チャゴ村では、精米機に留まらずその他の機器・設備についても管理がうまくい 
っているのか疑問を感じた。 

1990 年に導入したトラクターは殆ど壊れていた。機械操作の未熟な者が運転し、壊し

た可能性が高く、基本的訓練ができていない可能性を含め、稼働記録を分析し、規定通り

効率的に利用したか確認する必要がある。トラックも壊れており、タイヤがはずされてい

た。 
また、ポンプ場の取り入れ口は土砂や雑草がはびこり維持管理がうまくいってないよう

である。同村の農民からは、ポンプ運転費が嵩むと言われたが、実際に十分運営している

のか運営記録で確かめる必要がある。 
以上のように、チャゴ村での観察結果は世界銀行が調査した農民組織の描写を裏付ける 

29 



 

結果となっている（後述の農民組織の章参照のこと）。 
 

ウ．デビ･チゲ地区 

デビ・チゲ地区では佐竹の精米機が動いていたが、ゴムロール間の間隔が広すぎるよう

であった。スクリーンは網が破れた物を使っており、まるで砕米を意図的に作っているよ

うであった。また、部品の消耗がもったいないからと在庫があるにも関わらず交換してい

なかった。部品輸入には 3 カ月かかるために、輸入をあきらめているという。精米所と農

民グループとの契約書によると、精米所は精米料金として、12FCFA/kg を融資額の中か

ら徴収するが、生産される白米の品質保証はしていない。いくら砕米が出ようと責任は問

われないことになっているため、経費のかかるパーツの交換は避けていると考えられる。

セネガルでは、食習慣から砕米の需要が多く、完全米の需要が少ないので、あえて完全米

を作るべく、精米機に投資しても、見返りが少ないかも知れない。 
精米機の他にも、マッセーファーガソンのトラクターやトラックも壊れたものが多数な

らんでいた。このように多くの機械、車輌が壊れているのは、部品の供給、老朽化の問題

以前に、運転手や修理工の技量が劣るからではないか、彼らの選定、訓練、管理がいい加

減であったのではないかと言う疑問が生じた。 
 

エ．収穫後処理に係る問題点 

結論として、視察した精米所に限って見れば、運転不可能の機械が多く、その結果とし 
て砕米が多い。部品の在庫数を聞いたら答えられず整理もされていない、ゴムロール間の 
間隔が広すぎる、破れたスクリーンを使っている、部品の消耗もったいないからと在庫が 
あるにも関わらず交換していない、帳簿での部品の管理能力が不足している、機器運転の 
基本的能力が欠如している、などの管理体制に関する問題があった。 

勿論農民側の農業機械に関する知識不足で、精米所、農作業サービスステーションをう 
まく使いこなしていないと言う技術上の問題もあると思える。 

また、部品輸入には 3 カ月もかかるから輸入をあきらめ、部品を節約しているというの 
は、輸入手続きにも問題があると思われる。 

 

参考として、DAPS が認識している精米所の直面する問題を以下に引用する。 
① 運転資金不足 
② 銀行融資の遅延 
③（精米量に比して）過剰な処理能力 
④ 行政指定価格の遵守義務の形骸化 
⑤ 高い精米生産コスト（国産米が 120FCFA/kg、輸入米が 80 FCFA/kg） 
⑥ 大規模精米所の、小規模精米所に比べての高処理コスト（小型精米機 7～12 FCFA/kg、

大規模精米所 20～30 FCFA/kg） 
⑦ 集荷籾の品質のばらつき 
⑧ 籾に混入する多量の夾雑物 
⑨ 高い籾の水分 
⑩ 分散する生産地 
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⑪ 作期/集荷日時が守れない 
 

（3）カザマンス地域及びファティック地方 

1）概論 

稲の刈り取りは 11 月はじめから 12 月下旬にかけ穂刈りで行う。小型のナイフで穂首の約 
10cm 下を刈る。刈ったものは束にして天日で乾燥する。虫除けのため穂の束を煙で薫蒸す

ることもある。収穫した稲穂は屋内あるいは貯蔵用の蔵に穂の束の形で貯蔵される。脱穀は

当座必要とする分のみシートの上で棒でたたいたり、踏んだりし行い、精米は杵と臼で行い

風選する。動力精米所は官営（SODAGRI）のものがコルダ州に 1 カ所あり、その能力は 2
トン/時である。民間のものは 1995 年時点で 200～300 台あり、年間 7 万トンから 10 万ト

ンの精米を生産している。カザマンス地域では生産された米の殆どが自家消費され、販売に

回されることはまれである。これには文化的影響もあり、南部の部族であるデオラ族は、米

を売るのは道徳に反すると言う価値観を有している。南部では一般に蔵に米を沢山保存して

いるのが社会的ステイタス・シンボルといわれている。 
 

2）調査地域の状況 

ア．ベトナム/FAO のファティック州での稲作支援 

ベトナム/FAO のファティック州での稲作支援は 1998 年に開始され、現在も継続中で

ある。ファティック州では稲作以外に野菜、果樹、畜産、水産、農産加工が指導されてい

る。 
ファティック州での稲作は昔から天水を利用し粗放的に行われてきたが、1950 年頃か

らフランスの支援による農業機材センターを中心に本格的に開始された。同センターは

1980 年に解消したが、フランスは防潮堤を建設していた。現在、防潮堤は老朽化、かつ

機能低下が起き、潮が農地に侵入している。畦は砂地のためすぐに崩れてしまうようで、

畦は見あたらない。また、水位が高いところには塩の集積が見られる。稲作は年 1,500ha
～2,000ha で栽培され、収量は 0.5 トン/ha～1.2 トン/ha である。稲作は人力、直播、無

肥料、天水で行われている。収穫物は自家消費されており、余剰米はないようである。品

種としてはSahel108号、DJ-12号が栽培されている。ベトナム支援の田では窒素132kg/ha、
リン酸 40kg/ha、カリ 80kg/ha も施用しており、2.5 トン/ha～3 トン/ha の収量を出して

いる。しかし畦がないため肥料が流れてしまい、肥効は弱い。イモチ病、イナゴ、雀が主

な病害鳥虫である。 
インタビューした農民グループは、制度金融サービスは受けておらず、自前で資金を積 

み立て組合員に利用させており、現在の残高は 5 万 FCFA であった。組合員は総会で資金 
概略のことを知らされるが、詳細は組合長と会計のみが知っていた。 
収穫及び収穫後処理については、鎌で刈り取り、タール塗り防水シート上で棒で打ち付 

けて脱穀、精米は杵と臼で行うという方法を取っている。精米機はファティックには一台 
しか導入されておらず、また米の収穫期がミレット、トウモロコシの収穫時期と重なり刈 
り取りが遅れていることから、ロスが生じているという。 
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イ．ジロール地区の女性グループ 

ジロール地区の女性グループ長からの聞き取りによると、このグループの活動は水稲栽 
培、植林、野菜栽培である。一戸あたりの経営面積は 0.5ha から 1ha で、フランスの PAGER 
という NGO がグループ形成を指導しており、農業経営はグループ経営（協同経営）であ 
る。土地の個人所有は認められておらず、利用権は村議会が決めている。場合によっては 
村議会が土地を取り上げることもある。農作業は女性の仕事で男性は畑の準備、草刈り、 
稲刈り取りの一部、脱穀などを補助的に行う。農作業は女性のイニシアティブで行われる 
が、資金の管理は男性が担当している。月に一回は NGO の指導員が巡回し、配布してい 
るウルフ語の教科書をもとに読み書き、農法を指導している。 

 

ウ．ディエルモ村での中国・台湾稲作事業 

ディエルモ村での中国及び台湾による稲作事業は 1970 年代に開始された。当初中国が 
入り、後に台湾が引き継いでいる。中国の協力によって幅 30m、高さ 3～4m の堰が谷地

に建設されたが、洪水で土工の部分が流されてしまっている。さらに鉄筋が入ってないた

め水路も崩壊、土工の水路も砂土が多いため崩壊したようである。その結果、土水路は跡

形もなく、畦の後も残っていない。幅 30m 長さ 10km の谷地が近くに 4 カ所あるという。     
中国あるいは台湾チームは農地を各戸に配分することを指導し、現在土地は個人が所有し

ている。そのためか、土地利用は集約的で緑が多く、果樹（カシュー、マンゴー等）、野

菜（タマネギ等）、水稲などを栽培していた。 
 

３－６ 米流通 

（1）概論 

セネガルは 1960 年の独立宣言以来社会主義を標榜し、社会主義経済を政策の基本とした。  
 ケインズ的金融緩和で投資拡大を押し進める一方、私企業の活動を制限した。しかし経済運

営はうまくいかず、貿易収支・経常収支の赤字拡大、債務拡大、財政破綻を招き、その結果、

実質 GDP の伸び率は 1991 年が 0.8%、92 年が 2.9%、93 年がマイナス 0.4% となった。1994
年 1 月、IMF、世界銀行の勧告で、過大評価の平価を対フランスフラン（FRF）に対し 50%
切り下げ、1 CFA = 0.02 FRF から 0.01 FRF にした。その結果、輸出が伸びる一方、輸入が減

り、貿易赤字は 40%、経常収支は黒字に転換した。政府は為替の是正に続き、1995 年には輸

入など米の流通を支配していた CPSP を廃止すると同時に SAED の米流通部門を民営化し、

1996 年には米流通を完全に民営化した。この結果、稲作農民は、作れば売れる状態から、籾

の販路を自前で開拓せねばならぬ状況に陥った。米輸入は 1995 年の 44 万トンから 1996 年

には 56 万トンに増加し、平価切り下げは肥料・農薬・農機・燃料の価格上昇を招いた。SAED
のデータによると、1993/94 年の生産費 26 万 CFA/ha から 1994/95 年には 37 万 CFA/ha に

42%上昇したが、籾価格は 90CFA/kg から 110 CFA/kg へと 22%上昇したのみで、稲作経営

は悪化した。その結果、収穫面積は 1993 年の 7.8 万 ha から 1995 年には 6.9 万 ha に減った

（次表参照）。セネガル政府はこれら農民の窮乏を考慮し、1997 年に農機の税金の免除、制

度融資金利の年 12.5%から 7.5%への削減、融資返済が滞っている農民組織への新規融資の許

可、融資条件としての自己資金調達分 20%から 10%への軽減等の処置を実施した。米の民営

化・自由化以後、政府の稲作農民への施策は限られ、専ら制度金融での施策に依存している。
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これも後述するように実質破綻している。 
SAED は、2004 年の販売促進活動として、生産者、加工業者、米小売業者及び CNCAS と

の協力し、販売促進計画を主導している。同計画の中では、籾の価格を 90FCFA/kg、加工経

費を 12FCFA/kg に固定することとしており、また、生産者の要請により、加工に係る経費も

含んだ形で融資が提供されることになっている。精米業者は生産者から籾を購入する必要は

なく、生産者が直接小売業者に精米した米を売ることになる。 
 

（2）食糧需給 

2002/03 年のセネガルの食糧需要は 218.3 万トン、供給は国内分で 112.7 万トン、輸入必要

量は 105.6 万トンと推定される。食糧需要の 45.4%が米、12.7%が小麦、41.9%がミレットな

どの雑穀である。食糧の在庫量は 22.5 万トンで、内、米の在庫量は約 18 万トンと推定され

る。 
 

表６－１ セネガルの食糧バランス、2002/03 作        （単位：千トン）   

    ミレット、ソルガム 

     Rice Wheat 、トウモロコシ 合計

総供給量  402.31 20.94 703.25 1,127
 初期在庫 182.95 20.94 21.1 225
 国内生産 219.36 - 682.15 902
総消費量 990.83 277.74 914.37 2,183
 食糧 719.04 256.8 790.94 1,767
 種子、ロス、他 88.84 - 102.32 191
 期末在庫 182.95 20.94 21.1 225
輸入必要量、予測 588.52 256.8 211.12 1,056
出所：FAO、2002 

 

雑穀の年間生産量 68 万トン中 51 万トンはミレットであり、その生産が、制度融資不備、

優良種子の入手難などで頭打ちとなっており、需要に追いついていない。代わりに安価な輸

入砕米が需要を満たしている。 
 

表６－２ ミレット生産量                  （単位：トン）   

1997 1998 1999 2000 2001 平均 

426,481 557,096 505,728 600,221 470,005 511,914 
出所：FAO、2002 

 

2002 年の米の実需要は 90.7 万トンで、内、輸入が 79.2 万トンである。自給分は 11.6 万ト 
ン、自給率は 12.7％である。2001 年と比べ 6%下落した（次表参照）。 
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表６－３ 米の需給バランス 

年 収穫面積 籾生産量 収量 精米相当 輸入 需要 自給率 

 （ha) (トン） （トン/ha) (トン） (トン） (トン） (%) 

1993 77,945 193,374 2.48 125,693 384,888 510,581 24.62
1994 77,736 162,228 2.09 105,448 348,380 453,828 23.24
1995 68,966 155,152 2.25 100,849 441,205 542,054 18.60
1996 73,811 148,780 2.02 96,707 559,227 655,934 14.74
1997 74,698 173,702 2.33 112,906 402,011 514,917 21.93
1998 45,405 123,519 2.72 80,287 557,064 637,351 12.60
1999 95,844 239,786 2.50 155,861 625,160 781,021 19.96
2000 86,252 202,293 2.35 131,490 536,871 668,361 19.67
2001 87,944 243,907 2.77 158,540 682,063 840,602 18.86
2002 75,215 177,756 2.36 115,541 792,190 907,731 12.73

出所：FAO 

 

1993 年の需要が 51 万トンであるため、この 10 年間の需要増加率は年平均 5.9%と高率で

ある。2002 年の人口は 1,010 万人であり、この年の人口一人あたりの供給量はロス、種子分

をいれ、年間 89.9kg となる。人口の年間増加率が 2.4%であるため、一人あたりの供給量は

年 3.5%増加していることになる。 
国内生産が満たせない食糧は輸入に依存しているが、必要な資金を得るのが困難となって

きている。また、貿易赤字は輸出額の 61.8%にも達している。2001 年は輸入総額の 22%は食

糧が占めているが、そのうち 39.6%は米が占めている。その額は、2001 年に魚の輸出で得た

額 59%に相当し、それを米の輸入に回していることになる。すなわち、貴重な外貨を国内生

産の拡大余地がある米の輸入に当てていることになる。 
 

表６－４ セネガルの輸出，10 億 FCFA 

    1997 1998 1999 2000 2001
輸出（FOB) 528 582.9 644.7 654.8 735.2
  魚 162.9 169 179.6 162.4 175.7
 肥料・燐酸 66.5 70.7 59.8 57 72.1
 落花生 29.3 31 38.7 59.6 73.1
 燐鉱石 18.7 13.9 20.1 14.7 13.7
 石油製品 12.7 9.8 13.6 28.5 16.5
   
輸入  780 858.6 962.7 1081.3 1189.7
 資本財 112.2 126.5 149.7 166.8 177.6
 中間財 217.5 267.2 291.9 281.2 306.9
 食糧品 168.4 206.7 221 216.3 263.4
 （内、米） 81.6 97.8 77.6 104.3
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 その他消費財 109 108 116 112.5 132.4
 石油製品 111.4 91.9 128.4 242.5 232.4
 飲料品・たばこ 8.7 7.9 7.8 20 23.2
貿易収支   -252 -275.7 -318 -426.5 -454.5
出所：IMF、Senegal, Statistical Appendix, 2003 

 

米輸出国の稲作は灌漑サービス、育種、道路、通信、肥料、融資、普及等での補助体制が

整っていることが多い。稲作農民を安価な輸入米との競争にさらし、その崩壊を、自由市場

であるからと見過ごし、雇用機会を失うことは、民生安定、さらに、国の食糧安全保障上問

題があると言える。無批判に自由貿易体制を受け入れることは危険である。輸入増加に対処

するには思い切った方策、例えば、灌漑施設への積極的投資、輸入業者の利益への課税強化、

生産資機材への補助、制度融資充実化、が必要であろう。本格調査ではこれら施策の得失を

実施主体の選択も入れ、検討する必要があると考える。 

 

表６－５ 調達先別輸入量 

年 総輸入（トン） タイ インド ベトナム ウルグアイ その他諸国

1996 627,247 122,297 325,577 73,102 39,995 66,276
1997 452,076 147,568 128,212 123,375 27,200 25,721
1998 535,272 285,906 113,591 45,302 37,861 52,612
1999 658,078 310,455 173,222 123,325 不明 51,076
2000 501,658 295,978 不明 185,613 10,033 10,034
2001 632,253 493,157 不明 82,193 12,645 44,258
2002 709,575 466,170 144,250 62,405 不明 36,750

出典：市場調整機関(ARM) 2003 年 

 

（3）米価 

セネガルでの米価は輸入米の価格が国内米価を支配している。 商業省によれば、流通して

いる米の大部分を占める輸入砕米の 2004 年 4 月のバンコック FOB 価格は香り米で 300 ドル

/トン、非芳香米で 200 ドル/トンである。1 ドル＝540FCFA として、バンコック－ダカール

間船賃が 70 ドル/トン、保険が 3 ドル/トン、かかるので、CIF ダカールの価格は香り米砕米

で 201FCFA/kg、無芳香砕米で 147 FCFA/kg となる。関税が 12.7%とかかるので業者の儲け、

敷き料、輸送費、等を除いた価格は、芳香砕米で 227 FCFA/kg、無芳香砕米で 166 FCFA と

なる。敷き料、輸送費は殆どかからないので、輸入業者の儲けは 2004 年 4 月では、芳香砕米

で 13 FCFA/kg、無芳香砕米で 34 FCFA/kg となる。 
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表６－６ 籾・米価格、2004 年、FCFA/kg 

地点 形態 1 月 2 月 3 月 4 月

Dagana(生産地） 輸入砕米 175 170 200 175
 国内産砕米 150 150 155 150
 籾 100 100 83 100
St.Louis 輸入砕米、香米 200 190 207 225
 輸入砕米、無香  200
 バスマテイ完全米  2,350
 国内産砕米 168 149 168 170
 国産完全米    350
 モーリタニア向    400-500
 け完全米    
     
Dakar パキスタン産    
 国産完全米    358
 輸入砕米、香米    240
 輸入砕米、無香    200
Fatick 輸入砕米、香米    240
  輸入砕米、無香       200

出所：食糧安全保障室及び調査団聞き取り 

 

商業省の話では、国内米を保護するため関税を設定し、現在の率は 1996 年に設けた率で

ある。国内米は、現状の生産形態では関税での保護なしでは到底輸入砕米に太刀打ちできな

いと言う。国内米は生産余剰が少ないため、サンルイなど生産地に限られて流通している。

ダカールでも国内米は余り流通していない。 
ダカールでの 2004 年 4 月の価格は、パキスタン産完全米で 3,780FCFA/kg、国産完全米で 

358FCFA/kg、芳香輸入砕米で 240 FCFA/kg、無芳香輸入米で 200 FCFA/kg である。生産地

（ダガナ）では国内産米価格を低く抑えるためか、輸入砕米の価格がダカールよりも低い。

ダガナでの輸入砕米の価格は 175FCFA/kg、国内産砕米が 150FCFA/kg である。籾は

100FCFA/kg である。同じ輸入無芳香砕米が輸入陸揚げ地点であるダカールで 200CFA/kg、
他方輸入陸揚げ地点から 300kg も離れ輸送費がかかっているにも拘わらずダガナでは

175CFA/kg である。尚、ダカール・デビ地区間の米輸送費は 10FCFA/kg である。流通業者

は意図的に低価格攻勢を生産地でかけ、低価格で生産者から買いたたき、高値でダカールな

どの消費地で売りさばいているのか見極める必要がある。業者間の競争が足りず、談合で生

産者の利益が侵害されているか、対抗策として例えば生産者のダカールでの直販体制等が構

築できるか、検討する必要がある。 
セネガルでの米需要は、価格に大きく影響され、低価格の砕米が量的に完全米を大きく凌

駕している。セネガルでは 2000 年まで砕米の輸入が国内米を保護するため禁止されていた。

2001 年に砕米の輸入が解禁され、完全米の輸入量は 2000 年の 54 万トンから 2001 年には

2,000 トン に激減し、代わりに砕米が 68 万トン輸入された。2002 年の米輸入量は FAO によ
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ると、砕米 16 万トン、完全米 180 トン。2001 年の完全米の輸入価格は 238US$/トン、砕米

は 209 US$/トンと砕米が完全米に比べ 12%程度安い。同じ砕米では、香り、味、夾雑物の有

無が大きくその需要を左右する。この点では国内米（砕米と言っても良いぐらい砕米が多い）

は香りがなく、夾雑物が多く、味も悪く、輸入砕米の競争に負けている。香り、味は品種的

素質に大きく左右されるので、国内産米の競争力を付けるには品種的改良が不可欠である。 
 

（4）流通経路 

流通経路は大きく輸入米系と国内米系とに分かれる（次図 6－1 参照）。米輸入業者は 1996
年の輸入自由化直後には 43 あったが、儲けへの課税強化、競争で淘汰され、現在では 8 業者

が営業している。内 3 業者が大手である。この 3 業者が輸入量の 80%を支配している（FAO
情報）。以前は輸入割り当て制度があり、そのライセンスを得るのは難しかった。この割り当

て制度は、今はないと商業省は言うが、現地新聞社からの情報では、今でも実質的に割り当

て制度が機能しているという。本格調査でその実態を確認する必要がある。商業的米輸入に

加え、援助米が 7,000 トンから 3.5 万トン日本、WFP 等から入っている。 
 

図６－１ 流通経路 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    出所：

稲作農民、18～２４万トン籾生産
稲作農民、18～２４万トン籾生産

仲買人(Bana-Bana)
仲買人(Bana-Bana)

小売り
小売り

農民組織
農民組織

米輸入、
白米５４～
７９万トン
ベトナム、
タイ、イン
ド、援助米

米輸入
業者

８企業

精米所
大規模
中規模

エンゲルベルグタイプ

消費者

卸商
卸商

政策的買い上げ
CNCAS,WFP,食糧安全保

障委員会

卸商
卸商

ヨーロッ
パ系米輸

入商

S/W調査団が既存のデータをまとめ作成、2004

 
米輸入はまずヨーロッパ系の輸入業者が生産国からダカール港に輸入し、国内輸入業者に

流す。輸入された米は卸業者を経て、小売業者、消費者に流れる。輸入業者は 1 ロット 3,000
トンから 4,000 トンで大規模卸業者に流し、卸業者は 5 から 10 トンのロットで小規模卸業者

や小売り業者に売る。国内輸送はトラック輸送が主である。なぜ国内輸入業者が直接輸入で
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きないか、背景は不明である。国内米の流通には生産者（個人農家、農民組織）、仲買人、精

米所、卸業者、小売り業者が関与している。個人生産者は、自家消費分、融資返済分を除き、

余剰籾を精米所に依頼し小売り業者や直接消費者に販売するか、仲買人に販売する。農民に

よる輸送は馬車を利用する。農民組織は融資返済分を自分の精米所で精米するか、委託精米、

販売し、現金を得て、融資の返済に充てる。余剰分は精米し、政府系買い上げ機関、小売り、

あるいは消費者に販売する。仲買人は Bana-Bana と呼ばれ、戸々の生産者を回り、籾を集荷

し、委託精米し、精米を卸業者、小売り業者、消費者に販売する。精米所は個人農民、農民

組織、仲買人などから籾を購入し小売り業者、消費者に販売する。卸業者は都市マーケット

に隣接するか、まとまって存在する。卸業者には 10 種類程度の米、小売りには 4～5 種類の

米が準備されている。スーパーマーケットにも 4～5 種類の米がある。国内米はダカールには

余り出回らないが、サンルイ州などの米生産地では国内米が容易に手に入る。ファティック

州など南部では輸入米が市場を席巻し、国内米を見かけることは困難である。 
 
 
 

３－７ 農民組織 

フランスによる SAED 経営監査報告書によると、SAED が関与している農民組織はうまく機能

していない。この大きな原因は人間関係が組合委員を選ぶ基準となっているため、組織の効率性

よりも人間関係が優先するからであるという。その結果、村や部族毎に均一に委員を配分するこ

とになり、要求される能力を満たせないと言う。役員のポストも監査役や秘書役など、必要がな

いのに多く設けることになり、志気が減る上に、会議の定数を満たせず、組織の機能を発揮でき

ない結果となっている。組織の機能を高めるために、議決に頼るのではなく、権限を組合長など

に集中し、意志決定を迅速にしようとしているが、権限集中の結果、逆に会計などの処理が不明

朗となり、組織の機能が麻痺し、農民組織の代わりに SAED などが活躍することとなっている。

組合長にとって自分の一族の利益が組合の利益に優先するのが当然で、能力的に妥当でない人が

役員に任命されることも多い。組合長への権限集中の病理は以下の点に見られる。 
 
① 承認と執行が分離されておらず、組合長が調達で発注、承認を行う。 

② 会計は名目的役目で現金を管理していない。会計は負債の報告書を作成する程度である。 

③ 組合長などの一部の幹部の特権が規約に規定されているため、彼らが複数のポストを占有す

ることになっている。 

④ 組合長自身が証書をチェックする等、証書のクロスチェック（裏付け）がなされていない。 

⑤ 会計は殆どの場合読み書きができず、支援なく責務を遂行できない。 

⑥ 資産管理が不正確で、資産が盗難や腐朽にあっている。分限で規定されるべき権限を発揮で

きないため、担当が自律的に資産管理できない。予算的に余裕がないため壊れる前に直すこ

とができない。書類による管理となっていないため、的確に資産を管理できない。 

 

組合長に権限が集中し、組織によるチェックができない社会的理由があるはずなので、その理

由を解明する必要がある。例えば、土地利用権付与の権利を有する村議会執行部と組合長の関係

に理由があるということが考えられる。村の議会の実力者が組合長である場合が多く、農民は、
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組合長に土地利用権の与奪権を握られているため、苦情を言えないのではないか、法に訴えてう

まく処理できるように司法制度が機能していないのではないか、といった理由が考えられる。 
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第４章 本格調査実施上の留意点 

 

４－１ 本格調査の方向性 

セネガルにおいて米は主食となっているにもかかわらず、多くが輸入に頼っており、国全体あ

るいは農民レベルからみた食糧安全保障の重要性に鑑み、稲作振興はきわめて重要であることが

今回の事前調査であらためて認識された。 
セネガルの稲作の停滞の原因を究明するためには、生産、収穫後処理、流通の問題を総合的に

捉え、その上で総合的な対策を講じる必要がある。これまで行政主導ですすめられてきた灌漑中

心の稲作が、民間主導（すなわち貧しい農民の負担をより大きく強いる方向）に変わりつつある

中で、何が現実的な対応策であるかを特定し、その対応策を実施していけるかが問われている。 
 

（1）行政機関の能力強化 

カウンターパート機関である DAPS の統計、分析、予察の能力向上は非常に重要であり、 
マスタープランの作成の過程で DAPS への技術協力にも力点を置きたい。 

 

（2）生産 

生産についてはセネガル川沿岸の対策と南部地域の対策について明確に区分して考える必 

要がある。 

セネガル川沿岸の開発についてはこれまで SAED が大きな力を発揮してきたが、その前近

代的な経営は、民営化の大きな流れのなかで取り残されつつある。しかも、現状では農民も、

SAED に頼りきった高コスト、低品質の稲作経営のなかにあり、急激な民営化に対応できる

体質になっていない。そうしたことが根源的な問題としてある中で、どのような政策提言を

するのかが今回のマスタープランで最も工夫を要する点となる。 
南部のカザマンスについては、治安上の問題があり、日本人コンサルタントが活動できな

いので、この地域に明るい現地コンサルタントを活用する必要がある。本地域では、NERICA
などの新しい品種、有機質の活用、田植えなど農法の改善等、農民自らが実践できるものに

ついて紹介する機会を持つことも有効と考えられる。 
 

（3）収穫後処理 

収穫後処理については、本開発調査が具体的な対策を比較的たてやすい分野である。収穫

後のロスの軽減、米の品質向上に係る計画をたてるとともに、たとえば精米機を中心とする

機材のオペレーターへの研修などを考えることができる。その際、過去に協力したセネガル

職業訓練校を活用することなども検討に値する。収穫後処理の分野においては、農民組合の

育成によって対応を図ることが現実的か、小規模な企業家を育成することで対応するほうが

現実的かといった、代替案の検討も必要である。また、収穫物を市場まで持っていくアクセ

スの改善についても、農民レベルで実現可能な方法について検討する必要がある。 
 

（4）流通 

流通については、何が一番の問題か、なぜ輸入米に押されるのかを十分検討した上で対策
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を講じたい。セネガル人が砕米を好むという問題以上に、国内米の価格と品質の問題、すな

わち高コスト低品質の問題があるように考えられる。 
 

（5）既存の協力に対するフォローアップ 

セネガル川河岸地域でこれまで日本が実施してきた無償資金協力および実証調査のフォロ 
ーアップについても、他の調査項目と区別して調査・検討し、適切な対策を講じる必要があ

ると考える。 
 

（6）セネガルにおける農業・農村開発分野の協力を見据えたベースライン調査 

開発調査は稲作を対象としているが、稲作のみならず、将来にわたるJICAの対セネ 
ガル農業･農村開発プログラムを見据えたベースライン調査の意味合いも含んだ調査

としたい。米の増産だけではなく、持続的な農業を営むことにより住民の生活が改善

されること、農村の貧困が削減されることが本調査の上位目標であると考えるからで

ある。  
こういった観点にたてば、世界銀行、EU等セクタープログラムアプローチを進めつ

つある他のドナーとの援助協調にも大きな齟齬は起きないものと考える。  
 

４－２ 農業/稲作 

（1）低コスト栽培技術体系の確立と持続的な稲作経営の実現  
    セネガル国においては米の消費量が増加しているものの、増加分については低価格

で十分に調製されたタイやベトナム等の輸入砕米となっている。国産米については輸

入砕米との厳しい価格競争の中で、調製の徹底とともに、より一層の低コスト化が必

要不可欠となっている。灌漑稲作では請負によりトラクター耕起、コンバイン収穫等

が前提として捉えられており、一方では自家労働は播種、施肥、除草剤散布、水管理

などに限定されている。生産コストについては、特に水利費、肥料などの農業生産資

材費、耕起・収穫・脱穀に係る費用などのウェイトが高くなっており、将来に向けて

同国の稲作農業が自立し、持続的な発展を遂げていくためには、家族労働力を最大限

に活用し、畜力の活用、組織化・協同化、規模拡大などにより低コスト栽培技術体系

を確立していくことが重要と考えられる。  
      稲作農家の多くはCNCASからの栽培資金の融資なくしては、次期作の生産ができな

い状況となっており、貧農削減に向けた農家レベルでの経営の検討が必要と考えられ

る。現状ではセネガルにおいてコスト試算に基づく育成すべき稲作経営モデルは策定

されておらず、実現可能な目標設定により地に足のついた草の根的な活動を強化・支

援することが重要であると考えられる。  
    その前提として、また政策立案のため国全体の現状を正確に把握することが重要で

あることからカウンターパートであるDAPSへの統計分析手法の精度向上のための技

術移転を行うことが重要と考えられる。  
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(2) 多収稲作技術体系の確立 

    灌漑稲作の単収水準は5トン/ha程度であり、稲作農家の一層の所得拡大のためには、

よりきめ細かな栽培技術体系を確立することが重要である。灌漑稲作では7～8トン/h
aを超える事例もあることから、優良栽培事例の詳細な調査により費用対効果の高い現

地適応型の多収技術を摘出する。 
天水稲作については、現地における稲作の位置づけ、農民の意識等を踏まえつつ、  

SODAGRI等との連携によりカザマンス地方、ファティック州の稲作の現状を調査し技

術協力の方向性を探る。  
    増収のために灌漑稲作については圃場の均平技術等、天水稲作については当面稲作

適地である谷地や低湿地における施肥技術、新品種NERICAの導入等が期待される。  
    また、サンルイ州において台湾が輸入完全米よりも低価格なTCS-10完全米を商品化

し国産米の高付加価値化を推進し、ファティック州においてFAOがベトナム人専門家

を招聘し生産性の向上と農業活動の多様化を推進しているので、他ドナーとも連携し

た対応が望まれる。  
 

(3) 農家経営の安定化 

     稲作農民の多くは貯蓄が少額もしくはしていない状況であり、生産活動は基本的に 
CNCASからの融資により実施していることから、マイクロクレジットの実施を検討し、

農家の自己資本形成を促進してはどうか。現状では融資の返済が困難な事例もみられ

ることから、本取組により借入額が少なくなり融資返済が円滑に行われることで農家

経営の安定的な継続が可能になると期待される。  
    また1994年1月の経済構造調整政策によるFCFAの切り下げにより輸入価格は約2倍

に高騰し、生産コストのうち肥料などの農業生産資材費、耕起・収穫・脱穀に係る費

用のウェイトが高くなっているとみられ、同国に合った簡易な農業機械、合理的な農

機具等の生産など国内の稲作関連産業の育成を支援することにより、生産の低コスト

化・合理化が図られるならば、稲作への安定化にも貢献が期待される。  
    農家経営の安定化と生活改善のためには、野菜・果樹・花き・畜産・養殖など生産

の多様化と専作化を支援し、農村段階での付加価値向上のための簡易な加工・副業を

支援する方向性もあると思われ、可能であれば協力隊との機能連携による取組が期待

される。  
 

(4) 稲作技術の高位平準化(指導者・農家への教育等)                                

稲作経営の安定化のためには、既存技術・開発技術の普及を確実なものとしていく

ことが重要である。このため指導者・農家への教育を引き続き積極的に推進する。こ

の際、技術普及体制を再確認し、各機関の連携を密にするとともに、技術の早期確立

及び農民における技術の評価と理解促進の観点からできるだけ多くの地域に現地展示

圃を設置・運営し、また栽培マニュアルの作成・配布等も行う。  
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(5) 農業政策立案機能の強化 

   セネガル国における稲作再編を実効性のあるものにしていくためには、農業水利省

をはじめとする中央政府の政策立案に対する機能強化が必要と考えられる。食糧安全

保障、外貨流出の削減のため米の増産について方向性が示されている一方で、米の輸

入自由化、農業普及の民営化など農家経営を圧迫する施策も執られていることから、

セネガル国政府の意志を確認した上で国内の稲作の生産流通体制の整備を前提として

稲作再編が可能となるような戦略的かつ包括的な政策立案への支援が必要と思われる。 

     なお、大統領の命により昨年はトウモロコシ計画が実施され、本年は国際コメ年と

いうこともあり米の増産が指示されており、農業基本法等の動きにも注視する必要が

ある。 

 

４－３ 収穫後処理及び米流通 

（1）課題 

1）概論 

世界銀行は 4 次にもなる援助をセネガル川流域の灌漑事業につぎこんできた。その経済的

成果は、経済的内部収益率（EIRR）が 1.5%にとどまり、満足すべき結果とはなっていない。

1999 年に作付け率が 150%、収量が 5.9 トン/ha に増加したとしても EIRR がせいぜい 5%
である。その大きな原因は①米以外の作物多様化を狙ったが、販売先を特定できず、農民が

多様化に納得しなかったために、多様化できなかったこと、②灌漑を高価なポンプ灌漑に依

存しており、営農収入が満足すべき水準に達してなかったこと、③制度融資がうまく機能し

てないこと、④農民組織、特に水利組合がうまく機能してないこと、などである。 
輸入砕米が増加し、市場を取られている背景には、セネガルでのコメ生産が高コストであ

るという問題があり、一方でベトナム、タイ、パキスタン、等の米生産国は完全米を輸出し、

それで儲けの多くを稼いでいる強みがある。セネガルの米市場においては、ひとつには価格

が決め手で、安い輸入砕米が市場を席巻しているが、他方、統計を見ると国産砕米は輸入砕

米に比べ価格が安い。従って、輸入砕米との競争においては、価格だけでなく品質がもうひ

とつの決め手となっていることがわかる。セネガルにおける米流通のあり方を検討するにあ

たっては、国内米の安い価格を維持できるほど供給が続くのか、あるいはこの低価格で経営

が成り立っているのか確認する必要がある。なお、高品質米のセネガルでの市場規模は小さ

い。 
現況稲作はセネガル川流域に関しては、灌漑、多肥料、科学的病害虫防除、機械化等集約

的高収量稲作経営がなされており、収量が 5～6 トン/ha と先進国なみの水準にある。但し、

高品質米が主品種でないため、市場評価は低い。この収量水準を保って高品質の米を生産す

ることは現在の技術では困難である。セネガル米産業が競争力をつけるには完全米を相応の

価格で輸出し、それで儲けを出す方策、つまり販路の多様化も検討する必要がある。台湾が

技術援助しているプロジェクトでは、農協がインターネットのホームページに米の引き合い

を募ったところ、品種 TCS-10 を対象に、モロッコやヨーロッパ在住のセネガル人から引き

合いがあった。モロッコからの取引の条件は以下のとおりである。 
① 品種   ： TCS-10 
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② 輸出量  ： 500 トン 

③ 価格    ： FOB ダカールで 260FCFA/kg 
④ 品質    ： 完全米 

この引き合いは、農協が要求された輸出予定量を確保できず、また TCS 品種がセネガル

国で正式に認められていなかったため応じられなかった。このようにセネガルからの米輸出

は、品種導入での国の協力、農民の協力などがあれば決して難しいことではない。カンボジ

アでは民間が、最新の精米技術を導入し、有機米を標榜し、40,000 戸の契約農家に、自ら普

及活動をしながら、2002 年には 3万～3.5 万トンをマレーシアなどに輸出したと推定される。

有機米であるため FOB 価格は 460 ドル/トンと極めて高い。 
また、世界銀行は農産物輸出振興事業で農産物の多様化を進めている。この面での援助は、

援助の重複となるが、多様化は事業の永続性を高める上で必要不可欠で、連携が必要である

と考える。 
 

2）留意すべき点 

したがって稲作再編で留意すべき事項は以下のとおりとなる。 

  

ア．米の輸出等販路多様化に寄与する計画の具体化 

米の輸出振興の障害になっているものには、輸出市場が求める品種を、検疫の問題で自

由かつ迅速に導入・栽培できないこと（導入から普及まで試験に 6～7 年かかる）、海外市

場のニーズ、輸入規制、取引相手、競争相手を十分把握できないこと、相手の輸入ロット

に対応できる量、品質を確保できないことなどである。これらへの対応策を検討する必要

がある。農民グループが、灌漑施設を管理し、SAED などの農機サービスを利用しながら、

経営リスクをとり、企業家的に営農することが目標であるが、農民サイドでの技術能力、

経営能力が足りないため、うまく SAED、精米所などを使いこなしてないとみえる。農民

への直接的技術・経営での普及活動が必要と思える。マーケテングでの指導も不可欠であ

る。 
 

イ．農民組織を活性化させ、併せて施設・器機を持続的に利用できる方策の具体化 

農民組織の活性化の問題では、協同・協業経営か、個人経営か、企業化かの検討、土地

所有・利用権の保証の検討、持続性のある技術普及の方法検討、民主的農民組織のありよ

うの検討（権限のチェックアンドバランスの面から）、有効な会計監査制度の検討、民事

裁判の有効性の検討、組合員の訓練（農機具操作維持管理、会計、文書管理、資産管理、

リーダーシップ、コミュニケーション等の面で）計画の具体化が必要である。農民組織の

活性化は、もととなる個人の営農収入が協業・協同経営で伸びるというインセンティブが

不可欠である。灌漑稲作・畑作の収入改善には、トラクターやコンバインなど持続性に問

題のある機械の利用ばかりでなく、固定費の低い、持続性の高い、畜力、人力等を利用し

た方法も検討する必要がある。作目多様化の面では、世界銀行の事業の成果を参考に、果

樹、野菜、畜産、淡水養殖などを対象に最適の方策を検討する必要がある。畜力の利用の

面では、同じフランス語圏にあるマダガスカルで有効に発揮されているので、同国からの

技術導入の検討も必要である。 
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ウ．持続性のある制度金融制度の検討 

持続性のある制度金融制度の面では、現況のシステムが実質破綻しているため、それに

代わるシステムを検討する必要がある。例えばマイクロクレジット、担保システムなど。

保証人制度は導入しており、滞納者へは土地利用権の取り上げ、保証人への配分の制度が

あるが、実際は適用していない。なぜできないか調査する必要がある。 
 

（2）本格調査での調査項目 

以上述べた稲作の課題を検討するには、少なくとも以下の調査項目が収穫後処理・流通部

門で必要と考える。 

 

1）経営主体の検討 

現況の小農主体の経営では、自給自足的経営色彩が強く、余剰生産物が十分市場に出ず、

規模の経済の有利性を発揮できない。以下の選択肢の是非を検討する必要がある。 

 既存の、小農を集めた協業組織（農協など） 

 新規大規模経営体（外国・国内資本を利用した新たな稲作エステート等） 

 既存の流通組織 

すでに、一部の農民組織が民間の精米工場と契約を結び、精米、加工から貯蔵まで依頼

している状況にあることから、現在の状況の分析を深めることで、より効率的な経営形態

を見出すことが可能と考えられる。 

 

2）製品計画 

想定する市場を対象に市場ニーズ、競争力、などを SWOT 分析を通じて明らかにする。

さらに販売量の予測を行う。その結果に応じ対応する品種、加工施設の検討を行う。さら

に品質基準、検査体制、パッキング方法、ラベリング、貯蔵施設（無農薬低温・冷蔵倉庫

等）、薫蒸施設などを検討する。 
 

3）販路計画 

販路は既存のチャネルおよび独自チャネルを利用する 2 ケース各々の是非を検討する。

独自チャネルの場合、直販、通販などを特に詳細に検討する。さらに政府規制、業界規制

などを調査する。 

 

4）販売促進計画 

顧客とのコミュニケーションをスムーズにするための、インターネットの利用、顧客情

報の管理方法、パブリシティーによる PR 方法を検討する。 
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1． 要請書（TOR） 

2． 要請書（TOR)（和訳) 

3． 実施細則（S/W） 

4． 協議議事録（M/M） 

5． 収集資料リスト 

 

 

 























付属資料2 

セネガル共和国                        No –00147 MEF/DCEF 
経済財務省                            2003年 1月 30日 
経済・財務協力局局長 
 
目的：情報補完 
 
大使閣下 
先の情報を補完すべく「セネガル稲作再編計画」プロジェクト文書をここに転送いたします｡  
2002年10月23日付け書簡No－8431による経済・財務省要請にかかるものです｡ 
大使閣下への敬意を表し、ご査収賜りますようお願い申し上げます｡ 
 

経済/財務協力局長 
Daouda DIOP 

日本大使閣下 
 

 
 
 

No-08431 MEF/DCEF/DPS/P 
2002年 10月 23日 

大臣 
目的：「セネガル稲作再編計画」資金要請 
 
大使閣下 
米自由化の一環として、セネガル国は「米部門構造調整計画」を実施し、特に米輸入の民間完全移

転を図りましたが、所定の成果にはいたりませんでした｡ 
米部門の主たる問題として、脆弱な収益と貯蔵・加工・商品化促進のための戦略・技術的な問題点

が挙げられます｡ 
かかる状況に対するに、当部門の徹底診断を行い、人材養成・貯蔵基盤整備・加工等における諸活

動の特定に取り組みたいと思考するところです｡ 付きましては、貴国政府当局に、診断調査の実施

及び当部門再興のために特定される諸活動の実施を要請いたします｡ 
本計画の実施は、下記項目による貧困削減に資するものとなります。 
  －商品化流通網の強化 
  －普及ネットワーク設置 
  －生産諸元の評価改善 
  －食料安全保障のための然るべき貯蔵管理 
本要請書の早急なご検討を願い、大使閣下へ敬意を表するものでございます｡ 
 

役職名/署名（判読不明） 
日本大使閣下 



セネガル共和国                          No--------/MAE/DAPS 
農業・牧畜省                           日付 
 
 
 
 
 

セネガル稲作再編計画資金要請 
 
 
 



日本国開発調査協力要請書 
 
日付：  2002年 8月 
要請者： セネガル政府 
 
１．プロジェクトの概要 
（１）プロジェクト名：セネガル稲作再編 
（２）地域：セネガル 
（３）実施機関：セネガル河流域デルタ開発公社（SAED）,セネガル農工業開発公社（SODAGRI）,
サンルイ州・ジガンショール州・マタム州、各農業開発地方局（DRDR）、農業牧畜省分析予察統

計局（DAPS）。 
実施機関人員（機関別） 
 －DAPS：38人 
 －ジガンショールDRDR：88人 
 －サンルイ-マタムDRDR：39人 
 －コルダDRDR：41人 
 －SODAGRI：12人 
 －SAED：51人 
 
実施機関割当予算：未定 
 －SAED,SODAGRIのプロジェクト担当室は今検討中。 
 －DAPSについては、計画/プロジェクト部が調査を担当｡ 
プロジェクトの妥当性 
 －低収穫高（1.5トン/ha以下）、旧来の農機具、劣悪な種籾 
 －サンルイ州、マタム州生産米の売れ残り 
 －主として国内消費へ向けられるジガンショール州、コルダ州の生産不足 
 －収穫時、収穫後（貯蔵、精米期間）の高い損耗率 
 －米の品質問題（均質を欠く生産米、糠の混在等） 
 
サンルイ、マタム両州及びコルダ州のアナンベ（Anambe）地域においては潅漑稲作、ジガンショ

ール州では女性中心の伝統的農法による稲作がおこなわれている｡ 
 
中央・地方政府のセクター開発政策 
国は、「米部門構造調整計画」（PASR）を実施し、米部門を自由化した。現在、米の輸入の全てが

民間に委ねられている｡ 1997年には、農業年次計画を通じ農業の再興に取り組んだが、骨子は土

壌改善、融資の再促進・健全化を中心とした活動からなる｡ また輸入粉砕米検査徴収による国内産

の保護体制を図った。しかし米部門の収益・競争力改善を目指したこれら何れの策も期待通りの成

果をあげるには至らなかった｡ こうした状況に対し、食料安全に果たす米部門の役割に腐心する政

府は生産者支援を続けSAEDやSODAGRIによる諸計画を実施している｡ 
 



課題 
これまでに特定された米部門の障害は、生産後の技術、生産及び商品化に起因するもので、稲作発

展の余地は今後の課題として残されているのが一般である。 
 
調査対象分野 
 －耕作技術改善による収益の増強、これはまた生産コスト低減にもつながる 
 －生産・収穫・脱穀（叩いて落とす）・乾燥･貯蔵からなる一連のサイクルに見られる損耗削減 
 －浄化・機械化・格付け等の新技術導入による精米加工改善 
 －商品化流通網の設置と国内産米のプロモーション 
 －籾米品質基準の見直し・適用･普及 
 －集荷・精米加工・販売協同組合の組織化と強化 
 
プロジェクトの構成 
 －ステージ1（3カ月）：当部門現状診断調査 
 －ステージ2（3カ月）：担当責任者の養成と他の当部門関与者との関係作り、品質基準適用計画

策定準備 
 －ステージ3（12カ月）：協同組合立上げ、貯蔵・乾燥の基盤整備、その他施設 
 －ステージ4（12カ月）：テスト地域の選定、新たな機構に基づく商品化･精米加工パイロットプ

ロジェクト実施 
 －ステージ５：関連地域への同プロジェクトの普及・拡張 
 
プロジェクトの短期目標 
 ・生産支援 
 ・収穫時、収穫後作業支援 
 ・籾の加工精米 
 ・米の商品化と推進 
 ・協同組合立上げ 
 
プロジェクトの長期目標 
 ・商品化流通網強化 
 ・普及ネットワーク設置 
 ・生産緒元評価 
 ・物理的貯蔵管理/貯蔵財務管理 
 
プロジェクトの潜在的受益者 
 ・セネガル河流域の稲作農家 
 ・コルダ州、ジガンショール州の稲作農家 
 ・伝統的稲作に従事する女性 
 
国家開発計画／公共投資計画におけるプロジェクトの優先度 



米部門の編成－再編成は食糧安保における政府の優先課題をなす。 
 
（５）プロジェクト開始希望／予定時期 

2003年 3月 
 
（６）プロジェクト資金源（予定）&/or 援助機関（外国を含む）：実施の具体的戦略及び資金源を

記述 
 実施戦略は、先ず需要評価のため当部門を診断し、次にパイロットプロジェクトのためのテスト

地域の選定にあたり、その後普及システムを策定する｡ 
 実施は調達可能な資金に拠るが、日本政府の援助に期待する｡ 
 
（７）他の関連プロジェクト（もしあれば） 
 現時点での他の関連プロジェクトは無い｡ 
 
２．要請プロジェクトのT.O.R. 
米部門に関する多くの調査が行われており、従って診断は関連地域で実施されたこれまでの調査資

料の解析が手始めとなる。 
（１）調査の必要性と妥当性 
 良質米生産及びその商品化再編に係る開発調査の決定要因は下記の通りである。 
  米の大半はサンルイ州とカザマンスの天然地域で生産される。カザマンスの天然地域における

稲作には二つのタイプがある：ジガンショール州の殆どで行われている伝統的稲作と

SODAGRI の支援を受けるコルダ州の潅漑稲作。 サンルイ州では SAED の支援で潅漑稲作

が行われている。伝統的稲作の生産効率はおよそ 1.1 トン／ha、対して潅漑稲作はおよそ 5.5
トン／ha。政府は当部門の開発・促進に重点をおいているが容易に進展しない。セネガルの米

生産が当面する主な問題点の殆どは収穫後の技術に起因するものである、即ち貯蔵･保存・品

質･加工・商品化・推奨。このような問題点に直面する稲作農家にはまた「セネガル農業金融

公庫」（CNCAS）からの融資（前借）の返済といった心理的な圧力が加わる｡米生産増加を督

励する政府の他に、生産者に手立てが欠けているとあれば、作付面積は縮小するばかりである。

こうした中、唯一生産再編のみが適切な解決策をもたらすものであるので、そのための調査を

先ず実施し、問題点の全てを明らかにすることで解決に資する｡ 
 
（２）日本国技術協力の必要性と妥当性 
 稲作における長年の経験を有する日本だけに、セネガルの稲作発展に大いなる寄与が期待できる。 
 良質米計画によって、これまで生産・加工･商品化において力強い成果が得られた。ただ稲作発展

のため未だ実施すべき余地が残っており、このことから稲作部門において取られてきた日本の技

術協力の提起した緒調査TORの大綱を受け容れることになった｡ 
 
（３）調査の目的 
 生産支援 
  ・良質種籾生産 



  ・適正な耕作 
 収穫時／収穫後作業支援 
  ・水田の水抜き 
  ・湿度制御／損耗制御を主とした収穫技術習得 
  ・乾燥作業／貯蔵技術 
  ・籾から貯蔵に至る品質管理 
 精米加工 
  ・機械化技術の改善 
  ・清浄な白米／準白米産出のための新設備導入 
  ・白米産出基準の適用 
  ・家畜に資する米副産物の活用、その他の技術 
 米の商品化と推奨 
  ・商品化流通網設置 
  ・販売店設置 
 協同組合設置 
  ・生産・加工・商品化に従事する生産者支援 
  ・生産の改善・活性化における生産者養成 
 調査実施により期待されるインパクト 
  ・貧困削減、食糧安保への寄与 
 調査の受益者 
  ・セネガル河流域稲作農家 
  ・コルダ州、ジガンショール州稲作農家 
  ・伝統的稲作に従事する女性 
  ・その他米生産関連者 
 
（４）調査対象地域 
 調査対象地域は：セネガル河流域のサンルイ州、コルダ州Anambe一帯、ジガンショール州。収

穫後の処理技術及び白米品質改良技術は日本の独壇場であり、技術交換はセネガル米生産者にと

ってきわめて有益である｡ 
 
 

（イラスト）：赤色部分は対象地を示す｡ 
（５）調査の効力範囲 
 セネガル全土。 
調査によって取り組むべき活動のフィージビリティが検証できる一方、これまでの調査で考慮さ

れなかった要素が判明する。 
 更に以下の項目をもたらす: 
  ・耕作改善による収益増大、生産コスト低減に働く 
  ・生産・収穫・脱穀（叩いて落とす）・乾燥･貯蔵からなる一連のサイクルにおける損耗削減 
  ・浄化・機械化・格付け等の新技術導入による精米加工改善 



  ・商品化流通網設置及びメディアによる国産米のプロモーション 
  ・籾／白米に関する標準規定の見直し、というのもその適用に際しては問題が生じるから。生

産、加工に伴なう営為がより多く報われるような品質に従った籾の購入を導入しなければな

らない。 
 
（６）調査計画 
 調査開始は2003年上半期が望ましい｡ 期間は2年｡ 
 
（７）調査から期待される主な結果 
 期待される成果は以下の通り｡ 米の生産発展を阻害する主たる問題点を特定し、解決策を提起す

る（以下削除）。 
 調査領域はつぎの項目からなる。 
 ・生産コスト低減のインパクトにもなる耕作改善による収益増大 
 ・生産・収穫・脱穀（叩き落す）・乾燥･貯蔵からなる一連のサイクルにおける損耗削減 
 ・浄化・機械化・格付け等の新技術導入による精米加工改善 
 ・商品化流通網設置及びメディアによる国産米の推奨 
 ・籾／白米に関する標準規定の見直し、というのもその適用に際しては問題が生じるから。生産

加工に伴なう営為がより多く報われるような品質に従った籾の購入を導入しなければならな

い。 
 
（８）実現の可能性・期待される資金源 
 現在のところ、調査の実現及び費用は日本の技術協力に期待する。 
 
（９）他の援助機関への調査要請書提出（もしあれば） 
 全く無し。 
 生産・加工・商品化に係る良質米計画が実施されたのは確かだが、同方向での成すべき課題はな

お多く残っているのが一般である｡ 同計画はセネガル河流域において実施され、関係機関は

SAEDであった｡ 
 
（１０）その他関連情報 
 河川デルタ地帯は二つの州からなる、従って二つの農村開発地方局（DRDR）が関与する、また

カザマンス地方も同様コルダ州、ジガンショール州の二州からなる。農村開発に関する政府の現

行政策は州においてはDRDRを考慮するものである｡ 
 
３．調査実施に係る施設及び情報 
（１）調査実施機関のカウンターパート要員（人数、学歴その他） 
 カウンターパートは下記の通り 

・SAED：管理職1人 
・SODAGRI：管理職1人 
・マタム州（新しい州）DRDR；管理職1人 



・サンルイ州DRDR：管理職1人 
・コルダ州DRDR：管理職1人 
・ジガンショール州DRDR：管理職1人 
・農業牧畜省分析予察統計局（DAPS）：管理職2人 
学歴は全員高等教育を修了（少なくともエンジニアレベル） 

 
（２）調査関連データ－・情報・ドキュメント・地図等 
 米部門に関するこれまで実施された全ての調査に係る資料をコンサルタントに提供する。 
 資料入手先はDAPSの資料センター、サンルイのSAED本部、ダカールのSODAGRI本部及

び各農村開発地方局。 
 
（３）調査対象地域安全管理情報 
 コンサルタントの安全確保にあたってはセネガル政府が必要な全ての処置をとる。 
 

４．プロジェクトに関する問題諸般（環境、開発に果たす女性の役割、貧困その他） 
 （１）環境問題の構成要素（汚染管理、水供給、汚水処理、環境管理、林業、生物多様性等） 
    環境に関するこれら全ての面は調査において考慮される｡ 
 （２）環境に与える調査の予想されるインパクト（自然並びに社会的）もしあれば 
    プロジェクトによって環境が保護され、米梱包物を燃料にあてることで森林が保護される。 
 （３）主な受益者としての女性の可能性 
    調査においてはジェンダーアプローチが考慮される、セネガルの伝統的稲作は女性によっ

て担われている｡ 女性はまた米の収穫にも参加する｡ 
 （４）女性に格別の配慮を要するプロジェクト構成要素（女性／男性の相違点、女性の特異な役

割、女性の社会参加等）もしあれば 
    カザマンス地方における伝統的稲作は女性占有分野である。この伝統的文化要素には特段

の考慮が求められる｡ 
 （５）女性に与えるプロジェクトの予想されるインパクト、もしあれば 
    プロジェクトが実現すれば女性も収穫後の技術を習得でき、損耗の低減を結果する｡また女

性の間での食料安全が確保される。 
 （６）貧困削減に寄与するプロジェクトの構成要素、もしあれば 
    貧困の削減は食の安全保障からであり、本プロジェクトにより消費に充分な量が得られる

し、また資金源の創出となる。従って貧困削減の一環として、本プロジェクトは貧困対策

に見合うものである｡ 
 （７）プロジェクトに因り低所得者層が蒙る障害の蓋然性 
    プロジェクトは診断調査において低所得者層を考慮する｡ 
 
５．対象国政府の約束責任事項 
  調査の円滑且つ効果的進行のため対象国政府は以下に必要な措置を取ることを約束する 
 （１）調査団の安全確保 
 （２）ミッションを担う調査団員に対する対象国への出入国及び滞在を許可し、外国人登録措置



を免除する 
 （３）調査団員に対し調査の枠内で携行し（対象国へ）、持ち帰る（対象国から）設備・機械・そ

の他機材に関する税金･関税･その他全ての費用を免除する 
 （４）調査団員に対し調査実施に関連または伴ない課される所得税及び全ての費用を免除する  
 （５）調査団員に対し調査の実施枠で日本から対象国へ持ち込んだ資金の払込ないし使用を認め

る 
 （６）調査実施のための私有地或いは禁止区域への立ち入り許可を確保する 
 （７）調査団員に対し日本への持ち帰りを要する調査に関連する必要な全ての情報・文書･機材の

対象国内における収集許可を確保する 
 （８）必要に応じ医療サービスを提供する、費用は調査団員が負担する。 
 
6. 対象国政府は、ミッションの期間中にまたは業務の如何を問わず調査実施に伴ない調査の任を

帯びた日本の調査団員に対する訴えが生じた場合その処理にあたる。ただしかかる訴えが調査

団員の重大な過失または故意の不祥事に結果する場合を除く。 
 
７．実施機関は然るべく、調査産物から突発しうる事項の責任を担う 

＊詳細な調査が求められる場合 
 

対象国政府は、調査にあたる日本国調査団が実施する開発調査の円滑な進行のためにここに記載さ

れた条項が保証されることを証する｡ 
 

署名： 
役職： 
対象国政府： 
日付： 
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主管チーム長   図書館

受入日 

 

 
     プロジェクトＩＤ 6421068F0 実施番号 A-03-02686

地域 仏語圏アフリカ 調査団名 又 は
専 門 家 氏 名

セネガル国稲作再編計画調査 
事前調査団 

調 査の種 類 
又は指導科目 

事前調査 担 当 部 署 農村開発部 

国名 セネガル 配属機関名  現地調査期間 
又は派遣期間 

平成 16 年 3 月 28 日～ 
平成 16 年 4 月 16 日 

担当者氏名 園山由香 

 
種類 

番号 資料の名称 発行機関 形態＊ 収集

資料 

専門家

作成資料

JICA 

作成資料

テキスト その他

取扱区分 図書館記入欄 

1 Programme d'Ajustement Sectoriel Ａ
gricole (PASA)(農業セクター調整計画）

Lettre de Politique de Developpement 
Agricole(LPDA)(農業開発政策指示書) 

セネガル共和国 複写 ○     JR・CR( )・SC  

2 La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-pastorale 
(LOASP) 
（農・林・牧業基本計画） 

セネガル国農業水利省 図書 ○     JR・CR( )・SC  

3 Programme Spécial pour la Sécurité 
Alimentaire (PSSA/Sénégal) 
(食料安全保障特別計画) 

セネガル国農業水利省

及び FAO 
複写 ○     JR・CR( )・SC  

4 Document de Strategie de Reduction de la 
Pauvrete(DSRP/PRSP) 

世界銀行 複写 ○     JR・CR( )・SC  



 
5 Etude de Confirmation sur L'Agricultureau 

Senegal 
（農業調査報告書) 

JICA セネガル事務所 複写     ○  JR・CR( )・SC  

6 La Filiere Riz Irrigue dans La Vallee du 
Fleuve Senegal:Etat des Lieux et 
Perspectives  
(セネガル河流域灌漑稲作:現状報告と展

望) 

SAED 複写 ○     JR・CR( )・SC  

7 Strategie de Developpement de la Petite 
Irrigation de Plan d'Action 
（小規模灌漑開発戦略) 

FAO 複写 ○     JR・CR( )・SC  

8 Etudes Complementaires et Plan Directeur 
du Bassin de l'Anambe Sociologie-Etude 
des Groupements d'Exploitation 
（アナンベ河流域灌漑開発計画書、社

会調査） 

SODAGRI 複写 ○     JR・CR( )・SC  

9 Etudes Complementaires et Plan Directeur 
du Bassin de l'Anambe 
Addendum au plan directeur 
（アナンベ河流域灌漑開発計画書、付

属書） 

SODAGRI 複写 ○     JR・CR( )・SC  

10 Reform of Public Expenditures for 
Agriculture(農業分野公的支出改革) 

世界銀行 複写 ○     JR・CR( )・SC  

11 Senegal Public Expenditure Review 
(公共投資回顧) 

世界銀行 複写 ○     JR・CR( )・SC  



 
12 Observatoire sur la Securite Alimentaire 

(食糧安全保障報告書) 
CSA 図書 ○     JR・CR( )・SC  

13 Recensement National de la Agriculture, 
1998-99 
(農業センサス) 

FAO 図書、 
CD-R 

○     JR・CR( )・SC  

14 Implementation Completion Report  
Fourth Irrigation Project 
(第 4 次灌漑プロジェクト最終報告書) 

世界銀行 複写、 
電子 
媒体 

○     JR・CR( )・SC  

15 Projet de Exportations Agricoles au 
Senegal(PPEA) 
Mission de revue a mi-parcours 
（農産物輸出振興プロジェクト) 

世界銀行 複写、 
電子 
媒体 

○     JR・CR( )・SC  

16 Les Constraintes de la Riziculture Irriguee 
dans la Vallee du Fleuve Senegal et les 
Solutions Preconisees 
(セネガル河流域における灌漑稲作の問

題点と解決策) 

SAED(ダガナ支部) 複写 ○     JR・CR( )・SC  

17 Protocole pour le Transfert Partiel de la 
Station de Pompage du Perimetre de Grande 
Digue/Tellel 

SAED(ダガナ支部) 複写 ○     JR・CR( )・SC  

18 Reponses au Questionnaire de la JICA 
(Matiere agricole et production du Riz) 

SAED 複写     ○ JR・CR( )・SC  

19 Note d'Information sur la Filiere Riz au 
Senegal:Dispositions Reglementaires et 
Strategies de Commercialisation 

SAED 複写 ○     JR・CR( )・SC  

20       Protocole d'Accord SAED 複写 ○ JR・CR( )・SC  

21       SAED 2004 SAED ポスタ

ー 
○ JR・CR( )・SC  



22 Projet de Mise en Valeur du Riz Local 台湾プロジェクト 複写 ○     JR・CR( )・SC  

23 農地整備計画地図 SODAGRI 複写 ○     JR・CR( )・SC  

24 Proposition de Starategie Operationnelle du 
Secteur Agricole 
(農業分野実践的提言) 

セネガル国農業牧畜省 複写、

電子 
媒体 

○     JR・CR( )・SC  

25 Le Ministre d'Etat, Ministre de 
l'Agriculture(農業省令） 

セネガル国農業省 複写、

電子 
媒体 

○     JR・CR( )・SC  

26 Bulletin d'Informations sur la Filiere Riz  
N°9 

セネガル国農業水利省 図書 ○     JR・CR( )・SC  

27 Decret portant Organization du Ministere de 
l'Agriculture（政令） 

セネガル共和国 複写 ○     JR・CR( )・SC  

28 Bulletin d'Informations sur la Filiere Riz  
N°8 

セネガル国農業水利省 複写 ○     JR・CR( )・SC  

29 Réseau des observatoires du Riz en Afrique 
de l'Ouest Numéro 3 

DAPS 複写 ○     JR・CR( )・SC  

30 Evolution du Prix des Intrants 他統計資

料各種 
（DAPS） 複写 ○     JR・CR( )・SC  

31 Comité de Gestion de Grande Tigue 
Tellel(グランディッグ･テレル管理委員

会資料) 

SAED ダガナ支部 複写 ○     JR・CR( )・SC  

32      L'audit  SAED 複写 ○ JR・CR( )・SC  



  
33 Impact de l'Ajustement Structurel sur 

l'Agriculture irriguée du Delta  
du Sénegal 

SAED       CD-R ○ JR・CR( )・SC  

34 Administration du questionnaire a 
l'Intention de la Mission Preparatoire  
de l'Etude de la Reorganization de la 
Production de Riz au Senegal 

DAPS 複写、 
電子 
媒体 

   ○ JR・CR( )・SC  

35 Strategie Operationnelle de developpment 
agricole 
Programme National de Developpment 
Agricole（PNDA） 
(農業開発国家計画) 

セネガル国農業水利省 複写、 
電子 
媒体 

○     JR・CR( )・SC  

 ＊図書、地図、ビデオテープ、電子媒体等 
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